
九
州
停
戦
命
令
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
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－
一
豊
臣
「
惣
無
事
令
」
の
再
検
討
…

尾

下

成

敏

【
要
約
】
　
天
正
十
三
年
（
｝
五
八
五
）
冬
、
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
は
島
津
義
久
に
対
し
、
九
州
に
お
け
る
戦
闘
停
止
を
命
じ
た
が
、
こ
の
出
来
事
は
秀
吉

の
全
国
統
一
過
程
、
す
な
わ
ち
戦
国
争
乱
の
最
終
過
程
を
論
じ
る
際
に
注
監
さ
れ
、
門
平
和
」
の
実
現
を
狙
っ
た
政
策
か
否
か
は
今
日
重
要
な
論
点
と
な

っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
天
正
十
四
年
七
月
の
対
島
津
戦
開
戦
以
前
の
政
治
過
程
を
復
元
し
直
す
こ
と
で
、
上
記
の
九
州
停
戦
命
令
を
再
考
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
①
停
戦
命
令
は
九
州
派
兵
が
困
難
な
情
勢
下
で
採
ら
れ
た
方
策
で
、
「
和
戦
」
双
方
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
畿
内
近
国
・
東

国
・
西
国
の
情
勢
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
あ
る
時
期
は
「
和
」
の
比
重
が
、
ま
た
、
あ
る
時
期
は
一
戦
」
の
比
重
が
高
ま
り
、
遂
に
は
対
島
津
戦
突
入
へ

と
至
っ
た
。
②
「
平
和
」
の
実
現
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
停
戦
命
令
を
惣
無
事
令
と
し
て
捉
え
る
学
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
③
島
津
攻
め
が
既
定
方
針

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
学
説
は
、
九
州
政
策
の
変
遷
を
踏
ま
え
た
主
張
と
は
言
い
難
い
点
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
三
巻
［
号
　
二
〇
【
○
年
【
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
冬
、
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
は
九
州
の
島
津
義
久
に
一
通
の
直
書
を
出
し
て
い
る
。
十
月
二
日
付
の
こ
の
文
書
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
州
に
お
け
る
戦
闘
停
止
を
命
じ
る
も
の
で
あ
り
、
同
内
容
の
文
書
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
九
州
の
大
友
氏
や
中
圏
の
毛
利
氏
へ
も
出
さ
れ

て
い
た
。
か
か
る
停
戦
命
令
は
、
天
正
十
四
年
以
降
、
関
東
や
奥
両
国
（
陸
奥
・
出
羽
）
へ
出
さ
れ
た
停
戦
命
令
と
並
ん
で
、
豊
臣
政
権
の
全



九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

国
統
一
過
程
、
す
な
わ
ち
戦
国
争
乱
の
最
終
過
程
を
論
じ
る
際
に
注
目
さ
れ
、
「
平
和
」
の
実
現
を
目
指
す
命
令
か
ど
う
か
が
今
日
重
要
な
論

点
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
西
国
大
名
へ
出
さ
れ
た
天
正
十
三
年
冬
の
停
戦
命
令
を
取
り
扱
う
も
の
で
あ
る
。
翌
十
四
年
以
降
、
関
東
や
奥
両
国
へ
出
さ
れ
た

も
の
を
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
天
正
十
三
年
冬
の
停
戦
命
令
が
豊
臣
政
権
の
九
州
統
一
過
程
を
み
る
際
に
重
要
で
あ
り
、
ま
た
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

述
の
藤
木
久
志
説
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
惣
無
事
令
の
最
初
の
事
例
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　
西
国
大
名
へ
の
停
戦
命
令
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
簡
略
に
述
べ
た
い
。

　
ま
ず
は
藤
木
説
、
以
下
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。
①
九
州
統
～
は
、
停
戦
令
か
ら
国
分
令
へ
平
和
政
策
を
基
調
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
れ
に
併

行
す
る
軍
事
動
員
は
、
あ
く
ま
で
も
平
和
の
実
現
を
め
ざ
す
強
制
執
行
の
態
勢
で
あ
り
、
そ
の
後
、
天
正
十
四
年
七
月
中
旬
に
開
始
さ
れ
た
対

島
津
戦
は
、
平
和
侵
害
の
制
裁
と
平
和
の
同
復
の
た
め
に
行
わ
れ
た
。
②
か
か
る
特
徴
で
貫
か
れ
た
一
連
の
統
　
策
を
惣
無
事
令
と
呼
ぶ
。
③

島
津
氏
や
大
友
氏
が
停
戦
令
を
受
諾
し
た
こ
と
で
公
戦
権
は
豊
臣
政
権
が
独
占
し
た
。
④
惣
無
事
令
は
、
一
揆
や
喧
嘩
の
抑
制
も
含
む
、
広
汎

な
私
戦
禁
止
の
平
和
令
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
る
。
⑤
国
分
令
は
恣
意
的
な
知
行
割
で
は
な
く
、
本
領
安
堵
を
は
じ
め
本
主
権
安
堵
・
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

半
な
ど
、
む
し
ろ
中
世
的
な
闘
所
地
処
分
や
紛
争
調
停
の
規
制
に
沿
っ
た
裁
定
方
式
と
雷
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
藤
木
説
は
、
「
平
和
」
の
実
現
と
い
う
点
を
切
り
口
と
し
て
、
天
正
十
三
年
冬
の
停
戦
命
令
を
捉
え
た
最
初
の
研
究
で
あ
る
。

　
藤
田
達
生
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
①
秀
吉
は
、
毛
利
氏
と
大
友
氏
の
和
解
を
推
し
進
め
る
一
方
、
島
津
氏
攻
撃
を
狙
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
既
定
方
針
と
し
て
い
た
。
②
秀
吉
が
戦
国
大
名
問
の
領
土
紛
争
に
軍
事
介
入
す
る
た
め
に
は
名
分
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
登

場
し
た
の
が
、
正
親
町
天
皇
の
「
叡
慮
」
を
奉
じ
る
形
を
と
る
「
惣
無
事
」
の
論
理
で
あ
っ
た
。
③
惣
無
事
令
に
つ
い
て
の
藤
木
の
概
念
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
曖
昧
で
あ
り
、
そ
の
実
体
は
「
停
戦
令
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
藤
田
説
は
、
藤
木
説
批
判
と
い
う
形
で
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
平
和
」
の
実
現
と
い
う
視
角
か
ら
停
戦
命
令
を
理
解
す
る
こ
と
に
反
対

し
て
い
る
。
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こ
こ
に
紹
介
し
た
藤
木
説
・
藤
田
説
は
、
西
国
大
名
へ
の
停
戦
命
令
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
研
究
で
あ
る
が
、
双
方
と
も
、
島
津
・
大
友

両
氏
が
対
立
に
至
っ
た
過
程
や
、
大
友
・
毛
利
両
氏
の
対
立
、
毛
利
氏
に
よ
る
停
戦
勧
告
の
存
在
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま

り
は
政
治
過
程
の
検
討
を
十
分
に
行
わ
な
い
ま
ま
、
停
戦
命
令
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
き
に
紹
介
し
た
指
摘
の
な
か
に
は

検
討
を
要
す
る
点
が
存
在
す
る
（
後
述
）
。
と
す
れ
ば
、
西
国
の
政
治
過
程
を
復
元
し
直
し
、
停
戦
命
令
の
特
徴
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
天
正
十
四
年
七
月
中
旬
の
対
島
津
戦
開
戦
以
前
の
政
治
過
程
を
追
い
、
そ
れ
を
足
が
か
り
と
し
て

停
戦
命
令
の
特
徴
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
か
か
る
取
り
組
み
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
る
天
下
統
～
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
天
正
十
三
年
に
西
国
大
名
へ
出
さ
れ
た
停
戦
命
令
を
「
惣
無
事
令
」
「
停
戦
令
」
と
呼
ば
ず
、
「
九
州
停
戦
命
令
」

「
停
戦
命
令
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
（
1
）
刀
狩
令
や
海
賊
停
止
令
の
よ
う
な
法
令
、
具
体
的
に
甘
え
ば
、
箇
条
書
や
宛
名
書
を
持
つ
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

令
と
は
異
な
る
こ
と
を
重
視
し
、
（
2
）
藤
木
説
・
藤
田
説
に
批
判
的
な
立
場
を
と
る
（
後
述
）
た
め
で
あ
る
。
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①
（
天
正
十
三
年
）
十
月
二
日
羽
柴
秀
吉
直
書
（
隅
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第

　
十
六
　
島
津
家
文
書
謡
文
書
番
号
三
四
四
）
、
以
降
、
『
大
日
本
古
文
書
　
島
津
家

　
文
逆
乱
は
魍
島
津
徳
と
略
称
す
る
。

②
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
撫
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
）
に
代
表

　
さ
れ
る
藤
木
の
惣
無
事
令
に
関
す
る
論
考
で
は
、
天
正
十
三
年
九
月
以
前
に
惣
無

　
事
令
が
存
在
し
た
と
の
考
え
方
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

③
註
②
藤
木
前
掲
著
轡
一
五
頁
－
三
八
頁
。

④
　
天
正
十
瓢
一
年
冬
の
停
戦
命
令
に
関
し
て
は
、
戦
前
か
ら
言
及
が
み
ら
れ
る
（
例

　
え
ば
田
中
義
成
『
豊
臣
時
代
史
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
八
○
年
、
初
出
｝

　
十
川
二
五
年
）
　
一
〇
⊥
ハ
頁
一
一
〇
八
頁
）
。

⑤
藤
田
達
生
「
豊
臣
国
分
論
（
三
と
（
藤
照
『
日
本
近
世
国
家
成
立
史
の
研
究
臨

　
校
倉
書
房
　
二
〇
〇
～
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）
九
七
頁
一
～
〇
七
頁
・
一
二
四

　
画
一
＝
一
六
頁
。
な
お
、
藤
田
は
、
如
何
な
る
意
味
で
惣
無
事
令
の
概
念
規
定
が

　
曖
昧
な
の
か
を
、
こ
の
論
文
の
な
か
で
述
べ
て
い
な
い
。

⑥
藤
木
は
、
惣
無
事
令
の
ほ
か
、
喧
嘩
停
止
令
・
刀
狩
令
・
海
賊
停
止
令
に
つ
い

　
て
も
検
討
を
加
え
、
平
和
の
実
現
を
目
指
す
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
り
、
豊
臣
平
和

　
令
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
（
註
②
藤
木
前
掲
著
書
．
W
頁
i
．
漁
家
）
。
言

　
を
加
え
る
と
、
後
掲
史
料
2
、
す
な
わ
ち
九
州
停
戦
命
令
は
宛
名
書
を
有
す
る
文

　
書
で
あ
り
、
籏
条
書
の
形
式
は
と
ら
な
い
。

⑦
立
花
京
子
は
、
秀
吉
の
停
戦
命
令
を
惣
無
事
令
で
は
な
く
、
天
下
立
面
令
と
し

　
て
捉
え
、
そ
の
形
成
暴
盤
を
天
皇
か
ら
の
将
軍
権
限
（
天
下
静
譲
執
行
権
な
ど
の

　
権
限
）
授
与
に
求
め
る
。
ま
た
秀
吉
の
停
戦
命
令
を
天
下
静
謹
執
行
権
に
基
づ
く

　
も
の
と
理
解
す
る
（
「
秀
吉
の
天
下
静
譲
令
」
（
『
戦
国
史
研
究
㎞
二
五
　
一
九
九

　
三
年
）
一
頁
1
＝
頁
　
　
他
室
宕
権
力
と
『
天
皇
の
静
説
』
」
（
本
多
隆
成
編
隅
戦



国
・
織
豊
期
の
権
力
と
社
会
隔
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
九
年
）
｝
二
四
頁
一
一
四

六
頁
）
。
惣
無
事
令
の
根
拠
を
一
義
的
に
天
皇
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
藤

木
説
（
註
②
藤
木
前
掲
著
書
三
七
頁
・
三
八
頁
）
と
は
異
な
る
見
解
と
習
え
よ
う
。

　
だ
が
、
将
軍
権
限
授
与
に
関
す
る
確
か
な
形
跡
は
見
出
せ
な
い
（
拙
稿
「
清
須

会
議
後
の
政
治
過
程
」
（
『
愛
知
県
史
研
究
協
一
〇
　
二
〇
〇
六
年
）
三
六
頁
）
。

ゆ
え
に
、
秀
吉
の
停
戦
命
令
を
将
軍
権
限
の
単
な
る
延
長
と
し
て
理
解
し
て
は
な

ら
な
い
と
す
る
主
張
は
（
青
玉
「
天
下
統
一
と
朝
鮮
侵
略
」
（
池
編
魍
日
本
の
時

代
史
1
3
　
天
下
統
一
と
朝
鮮
侵
略
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
三
年
）
五
九
頁
・
六

〇
頁
）
、
全
く
も
っ
て
正
し
い
と
考
え
る
。

第
［
章
　
九
州
停
戦
命
令
発
令
前
の
政
治
過
程

　
こ
こ
で
は
、
九
州
停
戦
命
令
発
令
前
の
政
治
過
程
を
検
討
す
る
。

で
、
す
な
わ
ち
命
令
発
令
前
夜
ま
で
と
す
る
。

取
り
扱
う
時
期
は
原
則
と
し
て
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
十
月
一
日
ま

（一

j
九
州
の
諸
勢
力

九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

　
行
論
の
都
合
上
、
天
正
十
二
年
三
月
以
降
の
九
州
政
局
を
述
べ
る
際
、
重
要
な
五
氏
に
つ
い
て
簡
略
な
説
明
を
加
え
て
お
く
。
な
お
、
以
下

の
叙
述
は
、
同
年
二
月
以
前
の
状
況
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

大
友
宗
麟
（
玉
音
）
・
義
統
父
子
　
　
豊
後
府
内
を
本
拠
と
し
、
豊
後
・
豊
前
・
筑
前
・
筑
後
・
肥
後
五
力
国
に
勢
力
を
有
す
る
。
天
正
六
年

十
一
月
、
日
向
蛭
川
の
合
戦
で
島
津
義
久
に
敗
れ
た
が
、
同
九
年
、
織
田
信
長
や
摂
家
の
近
衛
前
久
の
仲
介
で
義
久
と
和
睦
し
た
。
な
お
、
宗

麟
は
「
府
繭
」
と
も
称
し
て
い
る
。

阿
蘇
影
野
　
　
肥
後
阿
蘇
社
の
大
宮
司
で
あ
り
、
同
国
矢
部
に
本
拠
を
置
く
有
力
領
主
で
も
あ
る
。
阿
蘇
大
宮
罰
家
は
、
肥
後
御
船
（
三
船
）

を
本
拠
と
す
る
甲
斐
宗
運
（
親
直
）
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。

島
津
義
久
　
　
薩
摩
鹿
児
島
に
本
拠
を
置
き
、
同
国
の
ほ
か
大
隅
・
日
向
も
勢
力
圏
と
し
て
い
た
。
天
正
七
年
以
降
、
肥
後
・
肥
前
・
筑
後
侵

略
を
進
め
て
龍
造
寺
氏
と
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
阿
蘇
氏
と
の
関
係
も
良
好
で
は
な
い
。
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龍
造
寺
隆
信
・
政
家
父
子
　
　
肥
前
佐
嘉
（
後
の
佐
賀
）
な
ど
を
拠
点
と
し
、
大
友
氏
と
戦
い
な
が
ら
、
同
国
の
大
半
を
押
さ
え
た
。
ま
た
筑

後
・
肥
後
へ
も
勢
力
を
伸
ば
し
島
津
氏
と
対
立
し
て
い
る
。

秋
月
種
実
　
　
耳
川
の
合
戦
後
、
大
友
氏
か
ら
離
反
し
、
筑
前
・
豊
前
両
國
で
勢
力
を
拡
げ
た
。
ま
た
島
津
・
龍
造
寺
両
氏
の
和
解
を
画
策
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

反
大
友
統
～
連
合
の
結
成
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
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（
二
）
　
島
津
勢
の
北
上

　
天
正
十
二
年
春
、
義
久
の
弟
島
津
尊
重
率
い
る
軍
勢
が
肥
前
へ
渡
海
し
、
同
国
の
領
主
有
馬
鎮
貴
（
後
の
晴
信
）
の
軍
勢
と
合
流
し
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
三
月
二
十
四
日
、
肥
前
島
原
で
龍
造
寺
勢
と
～
戦
を
交
え
、
隆
信
を
討
ち
取
っ
て
い
る
。
世
に
漂
う
沖
田
畷
の
合
戦
で
あ
る
。
こ
の
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

事
は
龍
造
寺
氏
の
衰
退
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
大
友
勢
が
筑
後
へ
出
陣
し
て
同
国
奪
還
を
推
し
進
め
、
義
久
の
弟
島
津
忠
平
（
後
の
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

弘
）
率
い
る
軍
勢
が
肥
後
北
部
の
高
瀬
に
布
陣
し
た
こ
と
で
、
龍
造
寺
氏
の
当
主
政
家
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
天
正
十
二
年
九
月
二
十
～
日
に
な
る
と
、
事
態
は
島
津
・
龍
造
寺
両
軍
の
戦
闘
圓
避
へ
と
進
ん
で
い
た
。
沖
田
畷
の
合
戦
前
か
ら
両

軍
の
停
戦
を
狙
っ
て
い
た
秋
月
氏
が
、
こ
の
時
期
も
和
平
成
就
を
目
指
し
て
仲
介
活
動
を
進
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
島
津
氏
の
重
臣
上
井
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
種
実
）

兼
の
日
記
（
『
上
井
』
と
略
称
）
の
同
日
条
に
は
「
又
龍
造
寺
と
就
和
睦
之
儀
、
先
刻
秋
月
之
両
使
二
相
添
被
面
罵
使
僧
、
又
々
秋
月
之
使
同
心
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
家
）

帰
着
候
、
肥
後
国
難
も
廃
残
押
上
候
て
和
平
奉
頼
之
由
也
、
政
家
永
々
御
当
家
二
無
想
変
可
塑
御
幕
下
之
段
、
霊
夢
を
以
被
申
血
判
也
、
無
二

　
（
大
友
勢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

者
豊
後
衆
梁
川
近
責
寄
候
、
彼
方
へ
亭
亭
御
戦
隔
可
目
出
之
由
支
而
被
申
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
龍
造
寺
氏
は
島
津
氏
に
対
し
、

①
「
幕
下
」
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
義
久
の
傘
下
に
入
る
こ
と
、
②
肥
後
を
放
棄
す
る
こ
と
を
申
し
入
れ
、
③
大
友
氏
と
戦
端
を
開
く
よ
う

求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
九
月
二
十
七
日
、
島
津
氏
は
三
つ
の
申
し
入
れ
の
う
ち
①
と
②
に
同
意
し
た
。
そ
の
こ
と
は
『
上
井
』
の
同
日
条
に
「
此
日
（
筆
者
註

　
　
　
　
　
　
（
政
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
税
所
篤
和
）
　
（
上
原
尚
近
）

九
月
二
十
七
日
）
龍
造
寺
へ
御
返
事
被
成
候
、
税
　
新
・
上
　
長
也
、
肥
後
之
三
指
上
候
由
被
申
詰
問
、
先
々
其
分
に
て
御
和
平
被
成
由
也
、
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武
庫
様
よ
り
、
政
家
業
万
慮
二
向
後
無
異
儀
候
ハ
・
、
勿
論
自
此
方
御
嶽
変
怪
間
敷
之
段
、
神
燈
を
以
御
返
事
也
」
と
あ
る
点
や
、
天
正
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
造
寺
政
家
）

年
十
月
十
五
日
条
に
「
龍
　
意
趣
、
今
度
御
幕
下
二
罷
成
、
和
平
之
儀
懇
望
申
上
記
処
、
改
先
非
無
二
御
奉
公
之
段
申
法
諺
故
、
御
宥
免
之
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
氏
）

被
　
仰
出
塁
、
添
之
由
也
」
と
あ
る
点
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
上
井
』
同
年
九
月
廿
七
日
条
に
は
「
豊
後
儀
絶
之
隅
田
、
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
造
寺
政
家
）
（
鍾
実
）
⑧

之
御
媒
介
に
て
先
年
御
和
睦
候
間
、
菟
角
と
難
被
仰
様
、
併
龍
・
秋
月
分
別
次
第
二
候
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
「
京
都
之
御
媒
介
」
す
な
わ

ち
織
田
政
権
や
近
衛
家
の
仲
介
で
大
友
氏
と
和
睦
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
島
津
氏
が
③
の
申
し
入
れ
に
同
意
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
龍
造
丈
六
は
肥
後
を
放
棄
し
島
津
氏
の
「
幕
下
扁
と
な
っ
た
。
事
実
上
降
伏
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
龍
造
寺
氏
の
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
家
）

さ
え
る
肥
前
・
筑
後
両
国
を
、
島
津
勢
力
圏
と
す
る
認
識
を
生
じ
さ
せ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
高
津
氏
の
側
で
「
殊
此
度
者
永
々
　
御
当
家
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
前
）
（
筑
後
）
⑨

下
だ
る
へ
き
之
由
懇
篤
候
、
肥
・
筑
万
事
此
方
公
領
と
し
て
狢
護
之
段
被
申
候
、
然
者
被
驚
喜
旨
候
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
龍
造
寺
氏
が
停
戦
の
意
を
示
し
た
こ
と
を
受
け
、
島
津
氏
は
大
友
氏
と
の
交
渉
に
乗
り
出
し
た
。
肥
後
八
城
（
後
の
八
代
）
ま
で
自
軍
を
撤

退
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
、
大
友
勢
を
筑
後
か
ら
豊
後
ま
で
撤
退
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
『
上
井
』
天
正
十
二
年
十
月
十
五
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
勢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
龍
造
寺
政
家
）

が
「
然
者
使
僧
を
以
豊
後
衆
へ
、
早
々
陣
召
せ
ら
れ
候
て
可
然
候
、
其
故
者
、
肥
　
前
よ
り
ハ
、
豊
州
衆
軽
々
と
物
ふ
か
く
打
出
候
、
焦
目

歴
々
在
陣
候
、
彼
衆
俗
討
果
可
然
之
由
支
輪
申
候
、
併
大
友
殿
へ
当
時
被
仰
談
之
条
、
御
同
意
無
之
候
、
筑
州
表
辞
退
候
て
不
引
退
候
ハ
・
、

⑩
（
大
友
勢
）

当
邦
へ
隔
心
之
基
ま
て
に
候
之
段
、
骨
節
仰
渡
、
諸
勢
者
早
々
御
帰
陳
肝
要
之
由
出
合
候
也
」
と
記
す
点
や
、
同
月
十
七
日
条
が
「
豊
後
陣
へ

（
真
蓮
坊
）

善
哉
坊
・
金
壷
坊
使
僧
二
明
日
被
聖
慮
、
意
轟
轟
談
合
候
て
軍
談
聞
条
々
多
々
候
、
難
尽
短
筆
（
中
略
）
髪
元
在
陣
之
諸
勢
先
々
八
城
辺
ま
て

　
　
　
　
（
大
友
勢
）
（
豊
後
府
中
）
　
［
邦
］
⑪

曳
帰
候
、
豊
斎
燈
寄
事
も
早
々
如
豊
符
被
引
退
候
て
肝
要
候
、
若
々
御
辞
退
候
ハ
・
、
当
郡
へ
御
隔
心
之
始
た
る
へ
き
由
也
」
と
記
す
点
は
、

そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
島
津
氏
は
筑
後
を
自
己
の
勢
力
圏
と
認
識
し
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
要
求
を
行
っ
た
と
判
断
し

て
よ
い
。
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こ
れ
に
対
す
る
大
友
側
の
回
答
を
み
る
。
『
上
井
』
天
正
十
二
年
十
一
月
十
四
日
常
に
は
「
従
夫
去
月
（
筆
者
註
－
天
正
士
奪
＋
月
）
廿
八

（
大
友
勢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

日
豊
衆
可
引
退
由
約
諾
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
素
直
に
読
む
な
ら
、
十
月
下
旬
、
大
友
氏
は
島
津
氏
の
要
求
に
応
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
た

だ
、
大
友
父
子
が
同
意
し
た
上
で
応
じ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
口
先
だ
け
の
約
束
、
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
謀
略
で
し
か
な
い
の
か
、
そ
の
点
は

不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
言
を
加
え
る
と
、
大
友
勢
が
撤
退
に
応
じ
な
い
場
合
は
敵
対
行
為
と
み
な
す
、
と
島
津
氏
の
側
で
は
認
識
し
て
い
た
。
さ
き
に
掲
げ
た
『
上

井
』
の
天
正
十
二
年
十
月
十
五
日
条
や
同
月
十
七
日
条
の
記
事
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
て
、
天
正
十
二
年
十
月
十
九
日
、
島
津
勢
を
率
い
る
忠
平
は
高
瀬
を
発
ち
八
城
へ
退
く
が
、
大
友
勢
の
ほ
う
は
筑
後
高
良
山
な
ど
に
居
座

り
続
け
、
龍
造
寺
・
秋
月
両
氏
の
反
発
を
招
い
て
い
る
。
同
年
十
二
月
上
旬
、
両
氏
は
島
津
氏
へ
使
者
を
出
し
、
島
津
・
大
友
両
軍
の
間
で
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
種
実
）
　
　
　
（
政
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大

わ
れ
た
撤
兵
交
渉
の
内
容
を
問
い
糾
し
た
。
『
上
井
』
の
同
月
四
日
条
は
「
秋
月
殿
・
龍
造
寺
殿
よ
り
被
申
候
趣
、
各
高
瀬
へ
在
陣
之
刻
、
豊

友
勢
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
善
哉
坊
・
金
乗
坊
）

後
衆
至
筑
後
表
着
陣
候
、
早
々
可
被
引
退
之
由
両
使
僧
に
て
被
仰
理
候
、
干
今
高
良
山
へ
相
支
、
上
筑
辺
へ
相
鰭
候
、
右
両
使
へ
之
御
返
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
と
何
様
二
被
申
候
哉
、
子
今
相
支
候
事
慮
外
之
由
共
也
」
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
勢
）

　
か
か
る
事
態
を
受
け
て
か
、
謡
曲
氏
は
大
友
攻
め
を
視
野
に
入
れ
始
め
た
。
十
二
月
七
日
の
談
合
で
は
「
豊
後
陳
相
再
認
事
ハ
、
先
日
於
高

瀬
出
合
候
所
者
、
彼
陳
所
を
引
退
問
敷
島
被
口
切
ハ
・
、
彼
方
よ
り
儀
絶
息
心
底
諮
問
、
日
向
口
よ
り
豊
州
へ
御
打
入
可
然
之
由
大
略
定
常
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

併
此
方
御
使
僧
ヘ
ハ
無
異
儀
可
曳
黒
金
響
町
点
て
、
私
曲
之
様
に
平
間
、
今
一
稜
魚
肥
被
成
候
て
肝
要
之
由
出
合
候
也
」
、
す
な
わ
ち
今
一
度

大
友
氏
へ
撤
兵
の
申
し
入
れ
を
行
う
と
決
め
る
一
方
で
、
筑
後
か
ら
撤
退
し
な
い
場
合
は
、
こ
れ
を
断
交
の
意
志
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
日

向
ロ
か
ら
豊
後
を
攻
撃
す
る
と
決
定
し
た
。
な
お
、
翌
十
三
年
二
月
、
備
後
在
国
の
征
夷
大
将
軍
足
利
義
昭
が
義
久
に
大
友
攻
め
を
要
請
し
、

義
久
は
そ
れ
に
応
え
る
意
向
を
示
し
て
い
る
（
後
述
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
甲
斐
親
薙
）
（
甲
斐
上
総
介
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惟

　
島
津
氏
の
動
向
に
つ
い
て
雷
を
重
ね
よ
う
。
前
述
の
天
正
十
二
年
十
二
月
七
日
の
談
合
で
は
「
又
三
船
・
隈
　
庄
へ
御
回
翻
心
儀
も
、
三

光
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

蘇
に
ハ
対
せ
ら
れ
ぬ
事
と
ハ
有
な
か
ら
、
従
彼
方
同
心
な
く
ハ
、
阿
蘇
家
に
も
御
弓
箭
温
習
有
ま
し
く
候
歎
」
、
つ
ま
り
肥
後
の
阿
蘇
氏
や
甲
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九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

斐
氏
へ
の
武
力
行
使
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
翌
十
三
年
七
月
、
阿
蘇
氏
の
主
柱
甲
斐
宗
運
が
逝
去
し
た
こ
と
、
翌
八
月
上
旬
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

友
氏
に
よ
る
阿
蘇
氏
取
り
込
み
が
発
覚
し
た
こ
と
、
そ
し
て
同
月
、
阿
蘇
勢
が
島
津
方
の
肥
後
花
之
山
城
を
攻
略
し
た
こ
と
を
受
け
、
閏
八
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

忠
平
を
主
将
と
す
る
島
津
勢
が
北
上
し
、
阿
蘇
氏
の
新
当
主
惟
光
を
降
伏
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
九
月
、
島
津
氏
は
北
方
の
筑
後
へ
軍
勢
を
進
め
、
反
抗
的
な
領
主
た
ち
を
攻
撃
し
、
同
国
内
の
大
友
勢
を
牽
制
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
情
勢

を
受
け
た
の
か
、
同
月
、
義
統
の
指
示
に
よ
り
大
友
勢
は
筑
後
か
ら
撤
退
し
て
い
る
。
九
月
二
十
五
日
付
で
筑
後
の
五
条
鎮
定
へ
出
さ
れ
た
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

統
の
書
状
に
は
「
筑
後
表
在
陣
之
事
、
無
慈
打
入
候
三
時
預
注
進
候
」
、
あ
る
い
は
「
先
以
表
陣
衆
帰
陣
之
通
加
下
知
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
筑
後
撤
兵
問
題
は
島
津
・
大
友
関
係
を
険
悪
な
も
の
と
し
、
遂
に
は
大
友
勢
の
筑
後
撤
退
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
島
津
・
大
友
関
係
は
悪
化
の
～
途
を
辿
っ
て
い
た
も
の
の
、
島
津
氏
は
大
友
氏
と
戦
端
を
開
い
た
と
述
べ
る
に
は
至
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
氏
）
（
島
潔
氏
）

い
。
例
え
ば
天
正
十
三
年
の
暮
六
、
毛
利
岩
燕
宛
て
の
十
二
月
十
三
日
付
義
久
書
状
案
が
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
文
書
案
に
は
「
豊
・
薩
防
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

凝
立
柄
、
先
年
以
京
都
之
御
子
、
和
睦
之
筋
書
今
無
変
易
候
」
と
記
さ
れ
、
大
友
氏
と
和
睦
す
る
意
志
を
全
く
棄
て
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し

た
文
面
と
な
っ
て
い
る
。
開
戦
を
宣
言
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
島
津
氏
が
豊
後
攻
撃
を
諦
め
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
正
十
二
年
十
二
月
七
日
の
談
合
に
お
い
て
、
豊
後
攻
め
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
豊
後
）

翌
十
三
年
十
月
六
日
の
談
合
、
す
な
わ
ち
大
友
勢
の
筑
後
撤
兵
直
後
に
開
か
れ
た
談
合
に
お
い
て
も
、
「
豊
州
表
御
弓
箭
之
事
」
が
議
題
と
な

　
　
　
⑳

っ
て
い
る
。
武
力
行
使
と
い
う
選
択
肢
は
棄
て
去
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
　
毛
利
・
大
友
両
氏
の
対
立

こ
こ
で
は
、
主
に
毛
利
・
大
友
両
氏
の
対
立
に
つ
い
て
述
べ
る
。

天
正
年
間
（
一
五
七
三
－
九
二
）
、
毛
利
輝
元
は
安
芸
の
吉
田
郡
山
に
本
拠
を
置
き
、

　
門
の
重
鎮
小
早
川
隆
景
や
吉
川
元
春
・
元
長
父
子
ら
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の
補
佐
の
も
と
、
中
国
地
方
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
。
天
正
四
年
二
月
、
信
長
打
倒
と
京
都
帰
還
を
目
指
す
将
軍
義
昭
が
備
後
へ
下
向
す
る
と
、

輝
元
は
義
昭
を
保
護
し
、
上
杉
謙
信
（
続
稿
）
・
武
田
勝
頼
や
、
大
坂
本
願
寺
な
ど
と
連
合
し
て
信
長
に
対
抗
し
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
は
毛

利
・
大
友
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
五
五
〇
年
代
以
降
、
毛
利
氏
は
大
友
氏
と
北
九
画
面
幾
度
も
衝
突
し
、
豊
前
門
司
城
な
ど
を
占
領
下
に
置
い
て
、
九
州
の
政
局
に
影
響
を

及
ぼ
す
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
毛
利
氏
が
信
長
に
対
抗
す
る
場
合
、
背
後
に
位
置
す
る
大
友
氏
は
脅
威
と
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
正
六

年
九
月
、
義
昭
は
毛
利
・
島
津
両
氏
を
し
て
大
友
氏
を
攻
撃
さ
せ
よ
う
と
し
、
毛
利
氏
も
そ
れ
に
応
え
る
形
で
島
津
氏
へ
大
友
攻
め
を
促
し
て

　
㊧

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
方
で
信
長
も
、
天
正
七
年
十
一
月
、
大
友
氏
へ
働
き
か
け
を
行
い
、
義
統
に
周
防
・
長
門
を
与
え
る
旨
を
通
達
し
た
。
こ
の
両
国
は
当
時

毛
利
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
信
長
の
押
さ
え
る
と
こ
ろ
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
宛
行
を
約
束
す
る
こ
と
で
大
友
氏
に
毛
利
氏
を
牽
制
さ
せ
よ
う

と
図
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
を
加
え
る
と
、
こ
れ
を
受
け
て
か
、
天
正
十
年
六
月
の
大
友
氏
は
、
関
門
海
峡
を
渡
り
毛
利
領
国
へ
侵
攻
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
上

し
て
い
た
。
こ
の
年
の
六
月
十
四
日
付
で
問
注
所
刑
部
太
輔
へ
出
さ
れ
た
亀
山
書
状
に
は
「
然
者
中
国
且
且
、
過
半
信
長
公
命
属
下
知
、
既
来

通
総
）
　
　
　
（
毛
瀦
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
宗
麟
）

嶋
以
下
至
芸
　
家
令
手
切
、
及
海
上
一
興
、
義
統
連
々
信
長
公
申
談
候
之
条
、
此
節
手
合
無
余
儀
候
間
、
愚
老
差
替
義
統
事
者
今
日
相
来
候
、

　
　
　
　
　
　
（
周
防
・
長
門
）

警
固
船
難
申
付
、
向
地
令
発
向
候
者
、
豊
筑
之
覚
不
可
過
之
候
哉
、
殊
来
秋
行
瑚
候
之
条
、
義
統
急
度
庭
面
発
足
血
肥
問
、
弥
晶
晶
堅
固
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

才
覚
肝
要
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
、
天
正
十
三
年
二
月
目
義
昭
の
上
使
柳
沢
元
政
と
毛
利
氏
の
使
僧
五
戒
坊
が
島
津
氏
の
本
拠
鹿
児
島
に
到
着
し
た
。
『
上
井
』
の
同
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
家
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

廿
日
条
に
「
意
趣
者
、
上
使
御
案
内
者
又
者
龍
造
寺
と
御
璽
合
目
出
由
共
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
龍
造
寺
氏
の
降
伏
後
、
す
な
わ
ち
天
正
十

二
年
九
月
以
降
、
上
使
一
行
は
中
国
を
発
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
義
昭
は
島
津
氏
の
当
主
義
久
に
、
京
都
帰
還
の
お
り
は
援
助
す
る
よ
う
命
じ
た
上
で
、
大
友
攻
め
を
要
請
し
て
い
る
。
史
料
1
は
そ
の
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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⑪

史
料
1

　
　
「
天
正
十
三
年
、
為

　
イ
　
（
大
友
氏
）

豊
翻
灘
下
向
之
刻
自
柳
護
進
之
書
状
写
．
書
札
箸
之
L

鼎
フ
度
慰
州
御
対
治
　
儀
祇
仰
、
藷
～

内
々
御
分
別
ツ
野
犬
可
為
御
わ
着
候

　
　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
義
昭
）

莞
然
御
史
　
彦
一

九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

）
第
　
イ
国
　
儀
者

利
氏
）

申
二

州
口
頭
泌
・
由
　
公
万
様
御
判
相
調
糎
　
π
副
馬
准
覧
候

　
　
概
繁
盛
　
魂
　
そ
所
　
々
初
任
御
存
分
署
催
候
　
　
一
躍
弼
も
ハ
船
其
夕
随
分
馬
…
司
初
申
仁
b
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
）

　
　
重
存
候
、
此
之
由
義
久
可
然
様
御
披
露
所
御
候
、
恐
々
、

　
柳
沢
が
義
久
の
家
臣
へ
宛
て
た
と
み
ら
れ
る
書
状
の
写
で
あ
る
。
差
出
・
宛
所
は
欠
け
て
い
る
。
本
史
料
の
右
側
の
記
載
、
こ
と
傍
線
部
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
「
上
使
柳
沢
殿
」
か
ら
、
天
正
十
三
年
春
頃
の
発
給
文
書
と
判
断
で
き
よ
う
。
な
お
、
柳
沢
は
義
昭
・
輝
元
の
双
方
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

毛
利
去
就
・
歯
元
が
柳
沢
に
周
防
白
松
庄
や
同
国
小
郡
で
所
領
を
与
え
た
こ
と
や
、
毛
利
氏
の
使
僧
五
戒
坊
と
柳
沢
が
同
道
し
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
、
史
料
1
の
傍
線
部
ウ
が
示
す
よ
う
に
、
柳
沢
が
島
津
・
毛
利
両
氏
の
連
携
に
関
し
て
言
及
し
た
事
実
か
ら
、
毛
利
氏
は
、
大
友
氏

牽
制
の
た
め
、
柳
沢
派
遣
に
協
力
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
傍
線
部
イ
か
ら
、
義
昭
が
義
久
に
大
友
攻
め
を
命
じ
、
九
州
の
「
太
守
」
に
任
じ
る
と
約
束
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
こ
の
申
し
入

れ
に
義
久
は
、
時
期
こ
そ
明
示
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
大
友
攻
め
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
判
明
す
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る

な
ら
、
室
町
将
軍
と
結
ん
で
大
名
が
対
立
す
る
構
図
、
こ
の
場
合
は
毛
利
・
大
友
両
氏
の
対
立
だ
が
、
そ
こ
に
島
津
氏
が
巻
き
込
ま
れ
る
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
が
存
在
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
単
な
る
領
土
紛
争
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
毛
利
・
大
友
両
氏
の
対
立
に
つ
い
て
需
を
重
ね
る
。

　
天
正
十
三
年
六
月
、
秀
吉
が
四
国
の
長
宗
我
部
氏
攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
。
小
早
川
野
景
・
吉
川
元
長
率
い
る
毛
利
勢
も
秀
吉
と
呼
応
す
る
形

で
伊
予
へ
出
兵
し
・
同
年
八
月
に
は
長
宗
我
部
元
親
を
降
伏
さ
せ
て
い
る
・
同
員
隆
景
に
伊
予
が
憂
ら
れ
た
趣
ワ
“
れ
は
同
等
毛
利
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
）

力
圏
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
年
の
八
月
二
十
六
日
付
で
出
さ
れ
た
秀
吉
直
書
に
「
伊
予
国
事
、
諸
君
請
取
、
秀
吉
不
箪
相
尋
、

颪
　
ロ
有
全
一
ナ
由
存
否
岡
傷
奪
瞬
鐸
御
申
左
汲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
（
毛

　
　
　
　
少
茂
　
可
’
相
、
細
論
期
、
樹
州

任
上
意
候
ヘ
ハ
、
天
道
武
運
御
薦
護
可
為
長
久
と
珍
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紫
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造
齢
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　　＜＞o

凝

〆

O

図　天正13年の西国の諸勢力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

毛
利
方
へ
梢
渡
、
寸
隙
可
帰
陣
候
」
と
記
さ
れ
た
点
、
す
な
わ
ち

伊
予
の
諸
城
を
「
毛
利
方
」
へ
渡
す
よ
う
命
じ
た
点
、
あ
る
い
は

隆
景
が
毛
利
一
門
で
あ
る
点
か
ら
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
四
国
西
部
に
毛
利
勢
力
圏
が
設
定
さ
れ
た
が
、
こ

の
こ
と
は
、
そ
の
直
後
に
起
こ
っ
た
島
津
勢
力
圏
の
拡
大
と
並
ん

で
、
大
友
包
囲
網
の
拡
大
を
招
い
て
い
る
（
地
図
参
照
）
。
天
正
十

三
年
秋
の
大
友
氏
は
、
島
津
・
秋
月
・
毛
利
三
氏
ら
に
脅
か
さ
れ
、

孤
立
を
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
　
秀
吉
と
西
国
大
名

　
停
戦
命
令
発
令
前
夜
の
秀
吉
と
毛
利
・
大
友
・
島
津
三
氏
の
関

係
を
み
る
。

　
岩
澤
　
彦
に
拠
れ
ば
、
天
正
十
三
年
九
月
以
前
か
ら
、
秀
吉
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

大
陸
征
服
の
意
志
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
は
九
州
制
圧
と
そ
の
前
線
基
地
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
天
正
十
三
年
十
月
一
日
の
秀
吉
に
と
り
、
毛
利
・

大
友
・
島
津
各
氏
へ
の
対
処
は
重
要
な
政
治
課
題
の
一
つ
だ
っ
た

と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
秀
吉
と
毛
利
氏
の
関
係
を
み
る
。
天
正
十
二
年
十
二
月
、
信
長
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の
五
男
で
秀
吉
の
養
子
で
も
あ
る
羽
柴
秀
勝
と
窯
元
の
養
女
が
婚
礼
を
挙
げ
、
翌
十
三
年
の
和
泉
・
紀
伊
侵
攻
や
四
国
侵
攻
で
は
毛
利
勢
が
出

動
し
た
。
ま
た
羽
柴
・
毛
利
両
氏
の
領
土
紛
争
に
も
決
着
が
つ
い
て
、
毛
利
領
国
の
東
境
が
確
定
し
、
竃
元
の
使
僧
安
国
寺
恵
瑳
が
秀
吉
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

者
を
務
め
て
い
る
（
後
述
）
。
さ
ら
に
備
後
在
国
の
将
軍
義
昭
に
対
し
、
秀
吉
は
幾
度
か
京
都
帰
還
を
申
し
入
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
、
天
正
十
三
年
十
月
～
日
段
階
の
羽
柴
・
毛
利
関
係
は
良
好
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
門
海
峡
近
く
の
門
司
城
な

ど
を
毛
利
勢
が
押
さ
え
て
い
た
事
実
と
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
秀
吉
の
九
州
進
出
に
際
し
、
毛
利
氏
は
そ
の
尖
兵
と
な
り
得
る
可
能
性
を
秘
め

て
い
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

　
つ
づ
い
て
秀
吉
と
大
友
氏
の
関
係
を
み
る
。
既
に
述
べ
た
が
、
天
正
十
三
年
春
頃
、
安
国
寺
が
秀
吉
の
使
者
と
し
て
九
州
へ
赴
い
た
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
秀
吉
）
　
（
毛
利
氏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽

年
の
三
月
十
五
日
付
で
島
津
義
久
へ
出
さ
れ
た
安
国
寺
の
書
状
の
写
に
は
「
然
者
近
年
羽
　
筑
・
芸
州
和
睦
之
様
相
調
、
上
下
仕
候
故
、
筑

柴
秀
吉
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
氏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友

　
州
被
相
雇
候
之
条
、
到
豊
州
為
使
令
下
向
候
、
就
其
対
貴
家
御
器
為
所
望
以
～
札
被
申
入
候
、
子
離
可
致
持
参
候
、
遠
境
藩
儒
、
到
休
庵

宗
麟
）飛

脚
申
請
、
令
博
覧
候
、
羽
筑
書
状
楚
宋
之
様
候
、
当
時
被
任
公
家
候
条
、
如
斯
候
鰍
、
賛
成
御
分
別
御
報
可
為
欣
悦
候
」
と
記
さ
れ
て
い

⑩る
。
秀
吉
へ
鷹
を
進
上
す
る
よ
う
島
津
氏
へ
伝
え
る
こ
と
が
安
国
寺
の
任
務
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
大
友
氏
の
も
と
へ
赴
い
た
お
り
、

宗
麟
へ
飛
脚
を
申
請
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
こ
の
時
、
安
国
寺
と
秀
吉
の
家
臣
宮
木
宗
賦
は
、
大
友
氏
が
秀
吉
へ
進
上
し
た
「
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

田
」
の
肩
衝
と
「
に
た
り
」
の
茄
子
を
請
取
、
大
坂
へ
帰
還
し
て
い
る
。

　
ま
た
天
正
十
三
年
の
八
月
頃
、
秀
吉
が
菊
田
某
を
大
友
氏
の
も
と
へ
派
遣
し
、
将
来
的
に
は
九
州
へ
派
兵
す
る
と
約
束
し
て
黄
金
を
贈
っ
て

　
⑫

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
踏
ま
え
る
と
、
天
正
十
三
年
十
月
一
日
時
点
の
羽
柴
・
大
友
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
大
友
氏
も

毛
利
氏
と
同
じ
く
、
秀
吉
の
九
州
進
出
時
に
は
、
そ
の
尖
兵
と
な
り
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
大
友
氏
が
敵

対
勢
力
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
は
、
天
正
十
三
年
十
月
一
撮
の
秀
吉
に
と
っ
て
は
得
策
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
だ
が
一
方
で
、
九
州
へ
軍

勢
を
派
遣
し
て
大
友
氏
を
救
援
す
る
の
も
、
現
実
的
に
は
困
難
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
段
階
は
長
宗
我
部
降
伏
の
直
後
で
、
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⑬

か
つ
大
友
氏
が
瀬
戸
内
を
押
さ
え
る
毛
利
氏
と
対
立
し
て
い
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
秀
吉
と
島
津
氏
の
関
係
を
み
る
。
結
論
を
先
に
一
瓶
え
ば
、
両
者
の
関
係
が
良
好
だ
っ
た
と
判
断
で
き
る
よ
う
な
出
来
事
は
見
当
た
ら

な
い
。
例
え
ば
秀
吉
は
義
久
に
鷹
進
上
を
要
求
し
た
が
（
前
述
）
、
義
久
が
そ
れ
に
応
じ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
さ
き
に
述
べ
た

天
正
十
三
年
八
月
頃
の
秀
吉
の
九
州
派
兵
表
明
だ
が
、
こ
れ
は
島
津
攻
め
を
意
昧
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
羽
柴
・
島
津
両
氏
は
表
面
上
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

立
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
頃
、
秀
吉
勢
に
よ
る
島
津
攻
め
の
風
聞
が
流
れ
て
い
た
事
実
、
秀
吉
に
近
い
大
友
氏
と
島
津
氏
の
関
係
が
悪
化
し

て
い
た
事
実
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
島
津
攻
め
を
実
施
す
る
と
し
て
も
、
九
州
派
兵
は
困
難
な
状
況
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
天
正
十
三
年
十
月
一
日
、
島
津
攻
め
が
選
択
肢
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
秀
吉
に
と
り
、
決
し

て
得
策
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
取
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
停
戦
命
令
発
令
前
夜
の
秀
吉
に
と
り
、
九
州
派
兵
が
難
事
業
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

①
以
上
の
説
明
は
、
木
村
忠
夫
「
秋
月
種
実
」
（
『
国
史
大
辞
典
臨
第
1
巻
【
九

　
七
九
年
）
八
八
頁
や
、
渡
辺
世
祐
監
修
噸
毛
利
輝
光
卿
伝
撫
（
マ
ツ
ノ
書
店
　
　
一

　
九
八
二
年
）
　
四
七
頁
・
～
閥
八
頁
・
三
三
八
頁
・
三
三
九
頁
、
山
本
浩
桝
『
戦

　
争
の
日
本
史
1
2
　
西
国
の
戦
国
合
戦
』
（
吉
桝
弘
文
館
　
二
〇
〇
七
年
）
一
九
六

　
頁
一
…
一
〇
二
頁
・
二
四
二
頁
一
二
六
二
頁
に
依
拠
し
て
い
る
。
以
降
、
『
毛
利
輝

　
元
卿
伝
』
は
『
輝
元
駈
と
略
称
す
る
。

②
州
大
日
本
古
記
録
上
井
覚
兼
日
記
隔
天
正
十
二
年
二
月
二
日
条
・
同
年
三
月

　
廿
五
日
条
、
～
五
八
四
（
天
正
十
二
）
年
八
月
三
十
一
日
付
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス

　
轡
簡
（
『
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
見
目
本
報
告
集
隔
第
m
期
第
6
巻
、
二
五
七

　
頁
一
二
七
六
頁
）
。
以
降
、
『
大
日
本
古
記
録
　
上
井
覚
兼
日
記
㎏
は
『
上
井
臨
、

　
『
十
六
・
七
枇
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
晦
は
『
イ
エ
ズ
ス
会
隔
と
略
称
す
る
。

③
『
上
井
臨
天
正
十
二
年
九
月
廿
一
日
条
、
一
五
八
五
（
天
正
十
三
）
年
ル
イ

　
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
簡
露
語
（
『
イ
エ
ズ
ス
会
睡
第
皿
群
臣
7
巻
、
七
六
頁
）
。

④
糊
上
井
聯
天
正
十
二
年
八
月
廿
七
日
条
・
同
年
九
月
一
日
条
・
同
月
廿
四
日
条
。

⑤
註
③
前
掲
史
料
。

⑥
囲
上
井
隔
天
正
十
二
年
九
月
廿
七
日
条
。

⑦
囲
上
井
隔
天
正
十
二
年
十
月
十
五
B
条
。

⑧
註
⑥
前
掲
史
料
。

⑨
囲
上
井
幅
天
蕉
十
二
年
十
月
十
七
日
条
。

⑩
註
⑦
前
掲
史
料
。

⑪
註
⑨
前
掲
史
料
。

⑫
　
　
門
上
共
隔
天
蕉
十
二
年
十
一
月
十
圏
日
条
。

⑬
囲
上
井
』
天
正
十
二
年
十
月
十
九
日
置
・
同
月
廿
日
条
。

⑭
門
上
井
憾
天
正
十
二
年
十
二
月
四
日
条
。

⑮
圏
上
井
漏
天
正
十
二
年
十
二
月
七
臼
条
。

⑯
註
⑮
前
掲
史
料
。
な
お
、
天
正
十
二
年
八
月
、
阿
蘇
氏
の
当
主
平
温
が
死
去
し
、

　
子
息
惟
光
が
同
家
を
継
承
し
た
（
門
上
井
覚
兼
年
譜
」
（
『
上
井
漉
下
巻
）
二
岱
二

　
頁
）
。
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＠＠　qg　＠＠

『
上
井
駄

凹
上
井
隔

『
上
井
』

『
上
井
』

『
上
井
馳

天
正
十
三
年
七
月
十
三
目
条
。

天
正
十
三
年
八
月
八
日
条
・
同
月
十
日
条
。

天
正
十
三
年
八
月
十
二
日
条
。

天
正
十
三
年
忌
八
月
十
日
条
一
同
月
十
九
日
条
。

天
正
十
⊥
二
仁
＋
九
月
山
隠
ロ
ロ
条
、
　
㎜
講
武
十
一
二
日
条
、
　
同
月
十
山
ハ
四
条
、

十

　
月
｝
日
条
な
ど
。

⑫
　
　
『
史
料
纂
集
　
五
条
家
文
書
隔
文
書
番
号
一
三
〇
。

⑬
　
　
『
島
津
隔
文
書
番
号
｝
四
三
四
。

⑳
　
　
糊
上
井
撫
天
正
十
三
年
十
月
七
カ
条
。

⑮
　
以
上
の
説
明
は
、
註
①
前
掲
『
輝
元
』
七
六
頁
一
一
四
七
頁
、
註
①
山
本
前
掲

　
曲
者
轟
営
一
四
〇
百
バ
ー
～
五
二
百
パ
・
一
山
ハ
五
百
パ
ー
一
九
山
面
心
貝
・
二
〇
四
百
ハ
ー
一
霊
二
〇
苫
只

　
に
依
拠
し
て
い
る
。

　
　
な
お
、
朝
尾
直
弘
は
、
天
正
期
の
室
町
将
軍
は
、
大
名
に
と
り
、
ま
だ
十
分
な

　
利
用
価
値
が
残
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
『
大
系
日
本
の
歴
史
⑧
　
天
下

　
一
統
蝕
（
小
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
　
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
一
九
六

　
頁
）
。
か
か
る
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
毛
利
氏
に
よ
る
義
昭
利
用
と
い
う
側
面

　
が
あ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。

⑳
　
天
正
七
年
十
一
月
廿
七
日
織
田
信
長
朱
印
状
（
「
大
友
文
書
」
『
増
訂
織
田
信
長

　
文
書
の
研
究
無
文
書
番
号
八
四
七
）
。

⑳
　
　
「
問
注
所
文
書
」
文
書
番
号
三
三
（
『
西
国
武
士
団
関
係
史
料
集
扁
三
二
）
。

幽
　
　
岡
上
井
』
天
正
十
三
年
二
月
九
日
条
・
同
月
十
二
日
条
。

⑲
　
　
『
上
井
』
天
正
十
三
年
二
月
廿
日
条
。

⑳
　
　
（
天
正
十
二
年
）
九
月
四
日
足
利
義
昭
御
内
書
は
「
帰
洛
之
儀
、
従
上
口
言
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
政
）

　
趣
、
委
細
相
含
柳
澤
喜
右
衛
門
尉
、
重
而
指
越
数
週
、
此
簾
】
廉
馳
走
可
頼
入
」

　
と
記
す
（
『
島
津
』
文
書
番
号
一
〇
一
）
。

⑳
門
鹿
児
島
県
史
料
旧
記
雑
録
後
編
二
』
史
料
番
号
三
三
。
以
降
、
門
鹿
児
島

　
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
二
愚
は
『
旧
記
二
一
と
略
称
す
る
。

⑭
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
十
河
靖
晃
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
（
「
中
近
世
移
行
期

　
毛
利
氏
に
お
け
る
家
臣
団
編
制
」
（
第
四
十
八
國
日
本
史
関
係
卒
業
論
文
発
表
会

　
要
旨
　
　
『
地
方
史
研
究
』
三
二
七
　
二
〇
〇
七
年
）
五
六
頁
）
。

⑱
　
永
禄
十
二
年
九
月
廿
三
日
毛
利
輝
元
・
歯
元
就
判
物
写
（
『
萩
藩
閥
閲
録
㎞
巻

　
二
十
一
、
柳
澤
靱
負
所
収
文
書
）
、
以
降
、
『
萩
藩
閥
本
寺
隔
は
『
閲
閥
録
㎏
と
称

　
す
。

⑭
　
島
津
氏
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
伊
集
守
道
「
島
津
氏
の
領
国
拡
大
と
義
昭
の
関
係
」
（
戦
国
南
九
州
若

　
手
研
究
者
の
会
主
催
「
戦
国
爾
九
州
の
政
治
と
交
流
」
報
告
会
レ
ジ
ュ
メ
　
ニ
○

　
〇
九
年
）
は
、
島
津
氏
が
そ
の
勢
力
を
拡
大
す
る
に
際
し
て
、
義
昭
を
利
用
し
た

　
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
義
昭
と
島
津
氏
の
関
係
を
考
察
す
る
上
で
示
唆
を
得
た
。

⑮
　
註
①
前
掲
『
輝
元
軌
三
；
二
頁
一
三
三
八
頁
、
註
①
由
本
前
掲
著
書
二
三
〇
頁

　
一
二
西
二
頁
。

⑯
　
　
「
三
村
文
書
扁
（
明
大
日
本
史
料
臨
第
十
｝
編
之
十
八
、
二
七
〇
頁
）
。
な
お
、

　
こ
の
文
沓
は
宛
名
書
が
欠
け
て
い
る
。
以
降
、
『
大
日
本
史
料
㎏
は
『
大
日
翫
と

　
略
称
す
る
。

⑳
　
岩
澤
原
心
彦
「
秀
吉
の
唐
入
り
に
関
す
る
文
書
扁
（
『
日
本
歴
史
臨
一
六
三
　
【
九

　
六
二
年
）
七
三
頁
－
七
五
頁
。

⑳
　
註
①
前
掲
『
輝
元
隔
三
一
四
頁
－
三
三
八
頁
。

⑳
　
奥
野
高
広
『
足
利
義
昭
』
（
吉
川
弘
文
館
　
一
九
六
学
年
）
二
六
九
買
－
二
七

　
八
頁
。

⑳
『
旧
記
二
』
史
料
番
号
一
五
。

⑪
　
　
「
貝
塚
御
座
所
日
記
」
天
正
十
三
年
五
月
某
日
条
（
槻
寺
内
町
研
究
』
三
）
。
以

　
降
、
門
貝
塚
御
座
所
日
記
」
は
「
貝
塚
」
と
略
称
す
る
。

雛
麹
纏
郷
弊
蕪
鴬
町
臨



可
差
遣
候
条
、
少
々
之
出
入
被
防
止
、
入
眼
有
之
上
二
お
い
て
」
と
あ
る
（
門
大
友

家
文
書
録
」
『
大
日
』
第
十
一
編
之
二
十
四
、
二
七
頁
）
。
天
正
十
～
二
年
冬
に
至
る

　
ま
で
、
毛
利
・
大
友
両
氏
が
対
立
し
て
い
た
事
実
が
読
み
取
れ
よ
う
。

⑭
　
　
『
上
井
』
天
正
十
三
年
八
月
廿
日
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
九
州
停
戦
命
令
発
令
後
の
政
治
過
程

　
本
章
で
は
、
天
正
十
三
年
十
月
二
日
か
ら
同
十
四
年
七
月
ま
で
の
政
治
過
程
を
検
討
す
る
。

ら
対
島
津
戦
突
入
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
秀
吉
の
檸
戦
命
令

　
ま
ず
は
二
つ
の
文
書
を
掲
げ
よ
う
。
日
付
は
双
方
と
も
十
月
二
日
で
あ
る
。

　
　
　
①

　
史
料
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

　
　
就
　
勅
定
染
筆
候
、
星
群
胴
　
残
寒
卦
　
乾
黍
任
　
倫
叩
　
天
下
静
讃
　
　
プ
丹
事
　
一
フ
鍾
程
蟻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

な
お
、
こ
の
時
期
は
、
九
州
停
戦
命
令
発
令
か

儀
祝
聞
召
届
、

　
　
　
　
此
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冶
　
口
輪
艶
出
臭
み
商
陳
方
一
締
メ
“
相
，
弓
箭
旨
煮
慮
候
可
轡
虫
其
意
儀
、
仁
、

　
返
答
各
為
二
者
一
大
事
之
儀
候
、
有
分
別
可
有
言
上
候
也
、

　
　
②

史
料
3

　
　
．
大
瞭
畿
齪
御
簾
猟
　
頗
鱗
騰
御
内
証
之
越
承
導
通
以
数
条
令
申
候

　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
イ

　
一
プ
”
儀
　
　
　
一
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．
」
コ
事

ロ
然
候
条
　
国
郡
境
目
記
号
酬
　
・
分

仰
越
候
間
、

　
弓
　
輪
編
†
　
相
　
　
、
々
御
争
”
甜
　
“
・
　
ハ
聞
髭
　
あ
川
ハ
　
裾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
於
無
畏
ヌ
諾
ハ

先
内
証
以
書
状
令
申
候
、
依
御
返
事
猶
段
々
可
申
承
候
也
、
以
上
、

藩
翰
縮
叩
　
和
房
、
口
然
イ

其
礫
国
々
境
面
有
理
非
ロ
廟

　
　
（
島
津
義
久
）

　
先
年
太
守
可
被
通
様
被



九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

史
料
2
は
秀
吉
が
島
津
義
久
へ
出
し
た
直
書
で
あ
る
。
傍
線
部
ア
・
イ
か
ら
、
九
州
に
お
け
る
戦
闘
停
止
を
命
じ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
九
州
停
戦
命
令
」
と
も
言
う
べ
き
内
容
を
持
つ
こ
と
、
停
戦
に
応
じ
な
い
場
合
は
秀
吉
が
「
成
敗
」
を
行
う
と
述
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ

う
。史

料
3
は
、
秀
吉
に
仕
え
る
長
岡
（
細
川
）
幽
斎
と
千
畳
易
（
利
休
）
が
義
久
の
重
臣
伊
集
院
金
棟
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
傍
線
部
ア
を

み
る
と
、
曲
豆
臣
政
権
が
島
津
・
大
友
両
氏
の
関
係
を
戦
争
状
態
と
み
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
史
料
3
の
傍
線
部
イ
と
史
料
2
の
傍

線
部
ア
、
史
料
3
の
傍
線
部
ウ
と
史
料
2
の
傍
線
部
イ
は
、
ほ
ぼ
同
内
容
と
み
て
よ
い
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
島
津
氏
へ
の
停
戦
勧
皆
は
二
通
の
文
書
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
な
お
、
大
友
氏
へ
も
、
史
料
2
と
ほ
ぼ
陰
文
の
文
書
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

出
さ
れ
、
停
戦
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
の
史
料
は
、
毛
利
輝
元
が
島
津
義
久
へ
出
し
た
書
状
の
写
で
あ
る
。
全
文
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
④

史
料
4

　
　
［
旧
］
　
　

ア
（
髭
蟻
）
（
一
7
5
．
長
）

　
　
急
潮
企
飛
脚
候
藤
崎
、
委
細
蒙
仰
之
通
、
得
其
面
割
、
宿
草
　
　
静
護
　
4
　
一
　
一
口
川
事
　
至
ブ
‘
　
図
』
…
　
ウ
　
　
、
向
イ
　
瀬
瀬
　
ヲ
　
循
　
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
秀
吉
）

　
　
論
叢
無
事
　
両
者
初
二
割
．
蓼
ナ
様
　
ロ
至
助
蕎
ナ
由
｛
、
　
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
白
殿
御
下
知
之
趣
、
相
副
一
人
可
申
談
候
、
猶
期
後
音
候
、

　
　
恐
々
謹
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毛
利
）

　
　
　
　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
右
馬
頭
輝
元
（
花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
（
義
久
）

　
　
　
　
謹
上
　
嶋
津
殿

　
薩
摩
藩
が
編
纂
し
た
「
旧
記
雑
録
」
の
「
附
録
」
、
す
な
わ
ち
島
津
側
の
史
料
と
し
て
伝
来
し
た
文
書
で
あ
る
。
史
料
4
の
正
文
は
義
久
の

も
と
へ
届
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
発
給
年
代
で
あ
る
が
、
以
下
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
、
①
傍
線
部
ア
の
「
小
早
川
・
吉
川
事
、
到
大
坂
不
図
差
上
之
」
が
、
天
正
十
三
年
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

月
下
旬
、
小
早
川
隆
景
・
吉
川
元
長
が
大
坂
城
へ
登
城
し
た
事
実
と
対
応
す
る
こ
と
、
②
傍
線
部
ア
の
「
伍
就
天
下
静
説
」
や
「
然
者
九
州
之

51　（51）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
真
］

儀
、
諸
家
有
無
事
」
が
、
天
正
十
三
年
冬
に
出
さ
れ
た
九
州
停
戦
命
令
と
同
じ
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
③
「
心
蓮
坊
被
指
上
之
由
候
条
」

が
、
天
正
十
四
年
春
以
降
、
島
津
氏
が
毛
利
氏
の
も
と
へ
使
僧
真
蓮
坊
を
派
遣
し
た
事
実
と
対
応
す
る
こ
と
か
殉
①
や
③
に
近
い
時
期
で
、

か
つ
九
州
停
戦
命
令
の
発
令
と
も
近
い
時
期
と
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
正
十
四
年
発
給
の
文
書
と
み
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

天
正
十
三
年
以
前
、
同
十
五
年
以
降
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
。

　
上
記
の
点
を
踏
ま
え
て
、
史
料
4
の
傍
線
部
ア
を
今
一
度
読
み
な
お
す
。
停
戦
命
令
は
、
島
津
氏
・
大
友
氏
の
ほ
か
、
毛
利
氏
へ
も
湿
せ
ら

れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
命
令
を
受
け
取
っ
た
毛
利
側
が
そ
の
回
答
を
秀
告
へ
伝
え
る
べ
く
、
隆
景
・
元
長
を
大
坂
へ
派
遣
し
た
こ
と
も

判
明
す
る
。
毛
利
勢
が
北
九
州
の
門
司
城
な
ど
を
占
拠
し
て
い
た
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
輝
元
に
対
し
、
島
津
・
大
友
両
氏
と
同
内
容
の
命

令
が
出
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
前
提
に
、
九
州
停
戦
命
令
の
性
格
を
述
べ
る
な
ら
、
こ
の
命
令
は
「
和
戦
」
双
方
を
視
野
に
入
れ
た
策
と
推
測
さ
れ
る
。
具

体
的
に
言
う
な
ら
、
狙
い
の
一
つ
は
、
西
国
大
名
の
停
戦
・
和
平
を
実
現
さ
せ
て
大
友
氏
の
危
機
を
救
い
、
さ
ら
に
は
九
州
進
出
の
足
が
か
り

を
確
保
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
一
つ
の
狙
い
は
、
停
戦
が
実
現
し
な
い
場
合
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
「
成
敗
」
の
名
分
、
す

な
わ
ち
西
国
派
兵
の
名
分
を
獲
る
と
い
う
狙
い
で
あ
ろ
う
。
島
津
氏
・
大
友
氏
・
毛
利
氏
ら
西
国
大
名
が
停
戦
に
応
じ
よ
う
が
応
じ
ま
い
が
、

九
州
進
出
の
名
分
を
確
保
す
る
た
め
の
策
が
、
九
州
停
戦
命
令
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
う
し
た

考
え
方
が
浮
上
し
よ
う
。
で
は
、
秀
吉
は
何
故
こ
う
し
た
命
令
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
述
べ
た
大
友
滅
亡
は
得
策
で
は

な
い
が
、
島
津
攻
め
も
得
策
で
は
な
い
と
い
う
天
正
十
三
年
十
月
～
日
の
状
況
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
秀
吉
は
、
「
和
戦
」
双
方
を
視
野
に

入
れ
た
九
州
停
戦
命
令
を
発
す
る
こ
と
で
、
か
か
る
状
況
を
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
藤
田
説
の
①
、
す
な
わ
ち
島
津
攻
め
が
既
定
方
針
で
あ
っ
た
と
の
主
張
を
そ
の
ま
ま

受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
島
津
氏
攻
撃
が
選
択
肢
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、

停
戦
命
令
発
令
前
夜
の
状
況
、
こ
と
九
州
派
兵
が
難
事
業
だ
っ
た
と
い
う
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
発
令
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
対
島
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九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

津
戦
開
始
が
九
州
政
策
の
絶
対
的
方
針
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
対
島
津
戦
回
避
と
い
う
選
択
肢
も
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
前
掲
史
料
2
に
立
ち
戻
り
、
傍
線
部
ア
の
「
叡
慮
」
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
当
時
の
天
皇
、
正
親
町
天
皇
の
意
志
を
示
す
語
で
あ
る
。
史
料

2
を
一
読
す
る
と
、
秀
吉
が
天
皇
の
意
志
を
根
拠
に
停
戦
を
命
じ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
叡
慮
」
が
九
州
停
戦
命
令
の
な
か
に
明
記
さ
れ
た
の
は
、
毛
利
氏
が
義
昭
と
結
び
大
友
氏
と
対
立
し
た
当
時
の
状
況
と
深
く
関
わ
る
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
秀
吉
は
、
形
式
上
は
室
町
将
軍
よ
り
も
上
位
に
位
置
す
る
天
皇
の
意
志
を
前
面
に
立
て
な
が
ら
、
義
昭
の
命
じ
る
大
友
討
伐

を
拒
む
名
分
を
毛
利
氏
へ
与
え
よ
う
と
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
正
十
三
年
十
月
当
時
、
室
町
将
軍
の
意
志
と
連
結
し
た
大
名
間
対
立
は
西

国
の
み
の
現
象
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
毛
利
・
大
友
両
氏
の
対
立
に
義
昭
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

（
二
）
　
毛
利
氏
の
停
戦
勧
告

　
停
戦
命
令
発
令
後
の
過
程
を
み
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
天
正
十
三
年
十
二
月
下
旬
、
隆
景
・
元
長
が
大
坂
城
へ
登
城
し
秀
吉
と
対
面
し
た
。

前
掲
史
料
4
、
す
な
わ
ち
義
久
宛
て
輝
元
書
状
写
の
傍
線
部
ア
は
、
こ
の
出
来
事
を
伝
え
た
箇
所
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
拠
る
と
、
秀
吉
は
毛
利
氏
に
あ
る
要
請
を
行
い
、
毛
利
氏
は
こ
れ
に
応
じ
る
形
で
、
天
正
十
四
年
正
月
下
旬
頃
に
義
久
ら
へ
「
助

言
」
を
行
っ
た
。
あ
る
要
請
と
は
、
九
州
諸
領
主
間
の
「
無
事
」
、
す
な
わ
ち
戦
闘
停
止
に
関
し
「
助
言
」
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
然
者

九
州
轟
轟
、
諸
家
有
無
事
、
京
都
謝
意
馳
走
下
之
様
、
可
致
助
言
之
由
候
」
か
ら
は
、
そ
う
し
た
事
実
が
読
み
取
れ
よ
う
。
九
州
諸
領
主
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
再
度
停
戦
が
促
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
前
掲
史
料
4
に
関
し
て
言
を
重
ね
よ
う
。
毛
利
氏
が
秀
吉
か
ら
の
要
請
に
応
え
、
九
州
の
戦
闘
停
止
の
件
で
「
助
言
」
を
行
っ
た
事
実
、
あ

る
い
は
、
後
に
大
友
氏
と
和
睦
す
る
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
豊
玉
は
秀
吉
の
命
令
に
従
い
、
大
友
氏
と
の
停
戦
に
着
手
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
九
州
停
戦
命
令
を
う
け
た
毛
利
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
を
転
換
し
、
義
昭
か
ら
命
じ
ら
れ
た
大
友
攻
め
を
拒
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
な

お
、
こ
の
頃
、
秀
吉
と
土
佐
の
長
宗
我
部
元
親
と
の
関
係
は
、
安
定
化
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
正
十
三
年
十
月
上
旬
頃
、
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⑧

長
宗
我
部
が
上
洛
し
、
秀
吉
の
も
と
へ
出
仕
し
た
事
実
を
重
視
す
る
な
ら
、
か
か
る
見
方
が
生
じ
よ
う
。
九
州
派
兵
を
困
難
な
も
の
と
す
る
条

件
の
一
つ
が
解
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
、
秀
吉
が
毛
利
氏
へ
、
九
州
諸
領
主
に
対
し
「
助
言
」
を
行
う
よ
う
依
頼
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
天
正
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
、
中
部
日
本
以
西
は
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
山
城
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
近
江
な
ど
の

秀
吉
勢
力
圏
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
十
二
月
に
入
っ
て
も
余
震
が
起
こ
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
に
先
立
つ
十
一
月
十
三
日
、
東
海
の
徳
川
家

康
の
重
臣
石
川
数
正
が
秀
吉
の
も
と
へ
出
奔
し
、
家
康
が
対
秀
吉
戦
開
始
に
向
け
て
準
備
を
調
え
る
な
ど
、
羽
柴
・
徳
川
関
係
が
険
悪
な
も
の

　
　
　
　
　
⑨

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
九
州
停
戦
命
令
が
出
さ
れ
た
後
の
秀
吉
勢
力
圏
は
、
災
害
で
痛
手
を
負
い
、
ま
た
東
の
徳
川
氏
の
脅
威
に
脅
か
さ

れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
も
と
で
は
、
九
州
派
兵
よ
り
も
九
州
停
戦
を
実
現
さ
せ
た
ほ
う
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
秀
吉
は
毛
利
氏

へ
「
助
言
」
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
九
州
諸
領
主
に
対
し
二
度
も
停
戦
が
促
さ
れ
た
事
実
か
ら
推
し
て
も
、
当
該
期
の
九
州
政

策
は
「
和
戦
」
の
「
和
」
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
停
戦
実
現
の
ほ
う
に
比
重
を
傾
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
島
津
攻
め
が
こ
の
時
期
の
絶
対
的

方
針
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
輝
元
は
義
久
へ
書
状
を
出
し
、
秀
吉
の
意
向
に
添
う
形
で
「
助
言
」
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
天
正
十
四
年
夏
二

月
下
旬
、
隆
景
も
龍
造
善
政
家
へ
書
状
を
出
し
停
戦
を
勧
告
し
て
い
た
。
二
月
二
十
三
日
付
で
政
家
へ
出
さ
れ
た
隆
景
書
状
の
写
に
「
伍
九
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

之
儀
、
茎
状
如
今
津
、
垂
紐
之
儀
京
都
御
下
知
候
条
、
可
被
成
其
様
心
得
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
こ

こ
か
ら
は
、
書
状
の
日
付
の
二
月
二
十
三
日
よ
り
も
前
の
段
階
で
、
政
家
宛
て
の
隆
景
書
状
が
発
給
さ
れ
た
事
実
と
、
そ
の
書
状
を
介
し
て
停

戦
が
勧
告
さ
れ
た
事
実
が
浮
上
す
る
。
す
な
わ
ち
隆
景
は
政
家
に
対
し
、
二
度
に
わ
た
り
停
戦
勧
告
を
行
っ
て
い
た
。

　
言
を
加
え
る
と
、
前
掲
二
月
二
十
三
日
付
の
隆
景
書
状
に
は
「
然
者
異
質
之
事
、
薄
曇
外
被
差
急
信
候
之
条
、
可
鴎
継
夜
於
日
差
下
藩
候
、

成
富
十
右
衛
門
尉
方
幽
翠
者
御
断
申
候
而
、
到
大
坂
上
セ
申
候
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
龍
造
劃
一
の
家
臣
成
窟
十
右
衛
門
尉
が
大
坂
へ
向
か

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
島
津
氏
傘
下
の
龍
造
寺
氏
が
秀
吉
へ
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

（
三
）
　
国
分
案
の
提
示

　
島
津
氏
の
動
向
を
み
る
。
天
正
十
四
年
正
月
二
十
二
日
、
島
津
氏
は
大
友
攻
め
の
戦
略
を
立
て
、
義
久
が
日
向
か
ら
、
忠
平
が
肥
後
か
ら
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

後
を
攻
撃
す
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
翌
二
十
三
日
、
秀
吉
の
停
戦
命
令
に
対
し
、
つ
ぎ
の
書
状
案
を
作
成
し
た
。

　
　
　
⑫

　
史
料
5

　
　
ア
　
　
　
億
騰
墜
牲
糖
。
高
擶
諺
藝
。
相
力
舞
卑
属
刺
叩
誤
爆
年
掛
騰
．
公
轡
議
糊

　
　
　
　
（
大
友
氏
・
島
津
氏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
（
肥
後
）

　
　
仰
刷
翻
W
コ
盗
能
域
候
篇
』
　
柳
垂
…
隔
毛
」
一
　
　
融
者
度
々
輔
勢
難
窒
　
　
・
右
　
諾
　
筋
　
　
ラ
　
一
　
之
催
仁
、
然
処
劃
肥

　
　
迄
国
境
　
弊
ヶ
戸
籾
至
丑
享
候
　
如
韮
耳
環
乖
冒
・
懸
者
　
自
ラ
　
後
’
晶
…
、
罪
源
潰
候
　
必
・
ロ
　
相
応
　
掩
戦
候
哉
　
少
も
、
ロ
為
当
邦
之
甥
倒
、
以

　
　
批
旨
被
成
御
用
捨
、
宜
預
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
『
上
井
』
の
天
正
十
四
年
正
月
廿
三
日
条
に
引
用
さ
れ
た
長
岡
幽
斎
宛
て
の
義
久
書
状
案
で
あ
る
。
日
付
は
正
月
十
一
日
。
傍
線
部
ア
と
前

掲
史
料
2
の
内
容
が
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
秀
吉
の
停
戦
命
令
に
対
す
る
義
久
の
返
書
案
と
判
断
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
の
書
状
の
正
文
を
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

参
し
上
方
へ
赴
い
た
の
が
、
島
津
氏
家
臣
鎌
田
政
広
で
あ
る
。

　
傍
線
部
イ
・
ウ
を
み
る
と
、
島
津
氏
の
ほ
う
か
ら
大
友
氏
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
、
大
友
氏
の
態
度
如
何
に
よ
っ
て
は
、
「
相

応
之
防
戦
」
を
行
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
藤
田
達
生
は
、
秀
吉
の
要
求
を
島
津
氏
が
呑
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
と
の
見
方
を

　
⑭

と
る
。
対
大
友
戦
の
戦
略
決
定
直
後
に
作
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
藤
田
の
見
解
は
正
し
い
。

　
さ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
秀
吉
と
鎌
田
の
会
見
は
大
坂
城
内
で
行
わ
れ
、
鎌
田
は
五
月
二
十
二
日
ま
で
に
国
許
へ
帰
還
し
て
い
る
。
薩
摩

か
ら
畿
内
ま
で
の
距
離
を
正
す
る
と
・
会
見
は
天
正
＋
四
年
三
月
な
い
し
は
四
月
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
よ
⑳

　
上
記
の
点
を
前
提
に
、
秀
吉
の
居
所
を
一
覧
化
し
た
表
を
み
る
。
会
見
の
日
の
候
補
と
な
る
の
は
、
秀
吉
が
大
坂
に
居
た
三
月
一
日
二
～
日

と
、
同
月
六
日
頃
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
四
月
二
日
か
ら
同
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
四
月
二
十
二
日
頃
以
降
で
あ
る
。
な
お
、
結
論
を
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鎌

皇着
秀仁
芭

　即
　参
　会

型
ノ

貯
蔵

1

献
参

瓜
候

　　言
　史　え
ア料　ば
璽6⑯’
田

堕
も

市

濃
霧

旦

百
以
前
に

会
見

が
行
わ

れZ
Z
L
］
一
2

可
能
性
は

極
め

て

低
v
乙

肝
笹
、

　
斎
）

　
一
斬
堤
御
耳
、
」
由
一
　
県
着
候
共
「
離
見

　
　
　
　
　
　
　
（
恵
現
）
　
　
　
　
（
秀
政
）

草
芽
、
主
［
屑
中
国
一
　
・
国
瞬
＝
、
、
〉
堀
幽
窯
・
耀
く
当
時
ハ
羽
柴

已
上
逗
留
申
、
四
度
羽
柴
殿
へ
見
参
之
由
也
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
久
）

事
様
、
　
談
に
て
裾
藩
候
庄
細
、
其
漣
、
過
半
プ
丹
嶋
津
罵
漂
浪
　
庄
聞
得
難
問
、
黙
坐
半
国
・
豊
前
里
国
・
鋭
後

要
論
汀
候
　
、
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（
中
元
）

一
利
屍
　
　
麟
剛
ハ
兄
者
よ
り
気
空
解
篤
農
　
　
冒
ハ
銀
韮
」
よ
り
御
握
謬
候
て
平
着
ロ
目
出
」
由
伽
、

見
を
プ
友
鷹

　
来

止
・

事
　
　
七
月
よ
り
内
二
　
鎌
刑

　
　
罷
登
被
申
候
へ
、
無
其
儀
候
ハ
・
、
七
月
、
必
此
方
へ
出
馬
候
す
る
由
也
、

　
『
上
井
』
の
天
正
十
四
年
五
月
廿
二
日
条
で
あ
る
。
傍
線
部
ア
・
イ
か
ら
、
①
こ
の
日
ま
で
鎌
田
が
帰
国
し
て
い
た
こ
と
、
②
鎌
田
と
秀
吉

の
会
見
の
際
、
長
岡
が
こ
れ
を
取
り
な
し
た
こ
と
、
③
鎌
田
は
最
初
入
京
し
た
後
、
大
坂
城
へ
赴
き
、
同
意
で
秀
吉
に
謁
見
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
。

　
入
京
後
の
鎌
田
の
動
向
に
関
わ
る
史
料
が
、
公
家
で
吉
田
社
神
主
吉
田
兼
和
（
後
の
兼
見
）
の
日
記
「
兼
見
卿
記
」
（
以
降
「
兼
見
」
と
略
称
）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
な
か
に
も
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
岡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
待
］

　
ま
ず
「
兼
見
」
天
正
十
四
年
三
月
七
日
条
、
そ
こ
に
は
「
幽
斎
旅
宿
二
選
向
、
薩
州
衆
請
対
、
丁
寧
之
振
舞
也
」
と
あ
る
。
島
津
氏
が
鎌
田

の
上
方
派
遣
を
決
め
て
か
ら
約
一
ヶ
月
半
後
の
記
事
で
あ
る
こ
と
や
、
「
薩
州
衆
」
の
語
か
ら
推
し
て
、
三
月
七
日
、
長
岡
は
鎌
田
ら
薩
摩
の

者
達
を
京
都
の
旅
宿
に
請
待
し
、
振
舞
を
行
っ
た
と
判
断
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
鎌
田
の
入
京
は
三
月
七
日
以
前
の
出
来
事
と
判
断
で

き
る
の
で
あ
る
。
京
都
・
薩
摩
間
の
距
離
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
推
測
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
．
長
岡
）

　
「
兼
見
」
天
正
十
四
年
三
月
九
日
条
に
は
「
幽
斎
大
坂
へ
下
向
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
、
長
岡
が
大
坂
へ
下
向
し
た
事
実
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
月
六
日
頃
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
の
問
、
秀
吉
が
大
坂
に
居
た
事
実
や
（
表
を
参
照
）
、
史
料
6
の
傍
線
部
ウ
が
示
す
よ
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表天正14年3月・4月における羽柴秀吉の居所一覧表

時期 居所 典拠

3月1日・2日 大坂 「貝塚イ卸座”テ日言己」　ヲミ正14．3．2条

3月4日～6日 京都 「兼見卿記」天正14．3．4条

3月6日頃～16日 大坂
「兼見卿記」天正14．3．6条／「貝塚御座所日記」天正14年3月某

叝

3月26日～29日 京都 「兼見卿記」天正14．3．26条　3．29条

3月29日・30日 丹波鬼山 ギ兼見卿記」天正14．3．29条　3．30条

3月30日・4月1日 京都 「兼見卿記」天正14．4．1条

4月2日～12日 大坂 「言経卿記」天正ユ4．42条　4．12条

4月13El 山城淀 「兼見卿記」天正ユ4護．13条

4月13日～22日頃 京都
「兼見麟記」天正14．4．玉3条　4．20条　5．10条／響愛知県史資料

ﾒ　　織豊2』　資料番号1091

4月22日頃～ 大坂
「兼見卿記」天正14．5．玉0条／奮愛知県史資料編　織豊2誰資料

ﾔ号109ユ

○本データの作成に際しては、藤井譲治氏のご教示を得た。

う
に
、
取
り
な
し
を
務
め
る
長
岡
が
秀
吉
と
鎌
田
の
会
見
に
同
席
し
た
事

実
と
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
鎌
田
の
大
坂
登
城
は
三
月
二
日
以
前
で
は
な

く
、
同
月
九
日
以
降
と
推
測
し
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
藤
木
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

志
は
、
秀
吉
と
鎌
田
の
会
見
を
三
月
中
旬
頃
と
指
摘
し
て
い
る
。
妥
当
な

判
断
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
史
料
6
の
傍
線
部
工
を
み
る
。
こ
れ
は
秀
吉
が
鎌
田
へ
提
示
し
た
国
分

案
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
島
津
勢
力
圏
の
削
減
案
と
言
え
よ
う
。
注

目
さ
れ
る
の
は
、
島
津
・
大
友
関
係
悪
化
の
引
き
が
ね
と
な
っ
た
筑
後
を

大
友
勢
力
圏
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
係
争
国
を
敵
方
へ
返
還
す
る
こ
の
案

は
、
島
津
氏
に
と
り
受
諾
し
難
い
案
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
六

月
晦
日
ま
で
に
秀
吉
へ
回
答
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、

島
津
攻
め
を
実
施
す
る
と
通
告
し
た
こ
と
も
目
を
ひ
く
。
傍
線
部
工
は
、

そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
島
津
挑
発
策
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
　
　
⑲

　
史
料
7

　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
秀
吉
）
ア

　
　
こ
の
席
に
お
い
て
関
白
は
大
い
に
心
を
こ
め
て
決
意
を
述
べ
、
下
の
九
釧

従
来
桜
有
し
て
い
た
よ
り
も
、
い
ず
も
い
く
ぶ
ん
削
…
、
樋
さ
　
る
で
あ
ろ

引
、
そ
し
て
も
し
予
に
服
さ
ぬ
者
が
あ
れ
ば
た
だ
ち
に
予
は
出
兵
し
て
滅
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駕
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
。
（
中
略
）
そ
し
て
そ
の
後
関
白
は
、
，

　
　
た
　
に
舞
剛
の
国
を
与
え
よ
う
　
と
　
肉
っ
て
藍
口
つ
た
。

　
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
著
書
「
日
本
史
」
の
一
五
八
六
（
天
正
十
四
）
年
五
月
四
日
の
記
事
で
あ
る
。
旧
暦
の
三
月
十
六
日
、
秀
吉

が
宣
教
師
た
ち
と
会
見
し
た
際
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。

　
傍
線
部
ア
を
み
る
限
り
、
「
下
の
九
軍
国
」
、
す
な
わ
ち
九
州
の
国
分
の
対
象
と
な
る
西
国
大
名
は
、
島
津
・
大
友
・
毛
利
三
女
の
み
で
あ
る
。

秋
月
氏
・
龍
造
寺
氏
・
阿
蘇
氏
ら
は
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
前
掲
史
料
6
の
傍
線
部
工
の
記
述
と
も
符
合
し
よ
う
。
こ
こ
で
も
上
記
三
面
の
存

在
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
西
国
大
名
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
取
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
国
分
の
当
事
者
と
な
る
西
国
大
名
は
、

島
津
氏
・
大
友
氏
・
毛
利
氏
に
限
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
大
友
氏
の
動
き
を
み
る
。
天
正
十
四
年
四
月
五
日
、
大
友
宗
麟
が
大
坂
城
へ
出
仕
し
、
国
分
案
の
提
示
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
不
明

だ
が
、
敢
え
て
呪
う
な
ら
、
島
津
氏
へ
示
さ
れ
た
案
と
大
友
氏
へ
示
さ
れ
た
案
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
史
料
7
の
傍
線
部
イ
を

み
る
と
、
肥
前
を
高
山
右
近
と
小
西
隆
佐
の
両
人
へ
与
え
る
と
あ
る
が
、
前
掲
史
料
6
の
傍
線
部
工
を
み
る
と
、
同
国
は
毛
利
領
国
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
難
し
く
、
様
々
な
考
え
方
が
浮
上
し
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
提
示
さ
れ
た
国
分
案
の
内
容
が
同
一
と
は

限
ら
な
い
可
能
性
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
秀
吉
・
宗
麟
会
見
の
直
後
の
四
月
十
日
付
で
、
秀
吉
は
毛
利
輝
元
へ
朱
印
覚
書
を
発
給
し
て
い
る
。

　
　
　
⑳

　
史
料
8

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
分
国
置
目
此
節
可
申
付
事

　
　
一
簡
要
城
堅
固
申
付
、
其
外
下
城
事

　
　
一
海
陸
役
所
停
止
事

58　（58）



一
人
数
揃
事

【
蔵
納
申
付
、
九
州
弓
箭
覚
悟
事

一
豊
前
・
肥
前
人
質
可
取
堅
事

一
門
司
・
麻
生
・
宗
像
・
由
鹿
城
々
へ
人
数
・
兵
根
可
差
籠
事

…
至
九
州
通
道
可
作
之
事

二
日
路
々
々
　
御
座
所
城
構
事

｝
赤
間
関
御
蔵
可
立
事

　
　
　
　
　
（
恵
環
）
　
　
　
　
　
（
孝
宵
同
）

｝
筑
前
検
使
、
安
国
寺
・
黒
田
官
兵
衛
被
仰
付
事

…
高
麗
　
御
渡
海
事

｝
大
友
与
深
重
可
申
談
事

一
大
仏
殿
材
木
事

　
　
已
上
、

九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

　
十
四
箇
条
で
構
成
さ
れ
、
十
三
箇
条
目
で
は
大
友
氏
と
の
提
携
を
促
し
て
い
る
。
毛
利
氏
が
秀
吉
の
停
戦
命
令
に
従
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す

る
な
ら
、
こ
の
条
項
は
、
毛
利
・
大
友
両
氏
の
和
睦
交
渉
が
緒
に
つ
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
四
月
上
旬
頃
の
秀
吉

が
、
両
氏
の
関
係
を
な
お
不
安
定
と
み
て
い
た
こ
と
も
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
麟
へ
の
国
分
案
提
示
直
後
、
か
か
る
指
示
を
出
し
た
こ
と
は
、

そ
う
し
た
見
方
を
補
強
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
｝
読
す
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
史
料
8
は
毛
利
領
国
へ
の
内
政
干
渉
と
も
言
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。
島
津
・
大
友
両
氏
の
停
戦
に
関
す
る
条
項

は
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
な
か
で
目
立
つ
の
は
、
九
州
派
兵
に
関
す
る
具
体
的
指
示
、
例
え
ば
四
箇
条
目
か
ら
七
箇
条
目
ま
で
の
条
項
で
あ
る
。

さ
き
に
述
べ
た
島
津
挑
発
策
と
も
言
う
べ
き
国
分
案
の
提
示
と
、
か
か
る
九
州
へ
の
派
兵
指
示
は
、
「
和
戦
」
の
「
戦
」
の
比
重
を
高
め
る
も

59　（59）



の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
正
十
四
年
三
月
以
降
の
秀
吉
は
、
島
津
氏
に
国
分
案
お
よ
び
停
戦
命
令
受
け
入
れ
を
拒
否
さ
せ
、
島
津
攻
め
の
実

施
を
目
論
ん
だ
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

　
で
は
、
秀
吉
は
何
故
か
か
る
姿
勢
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
島
津
攻
め
が
兼
ね
て
か
ら
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
天
正
十
四
年
正
月
以
降
の
九
州
情
勢
も
重
要
な
要
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
前
掲
史
料
5
が
示
す
知
く
、
島
津
氏
は
大
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

方
へ
の
「
防
戦
」
を
示
唆
し
、
同
年
二
月
上
旬
頃
に
は
、
大
友
父
子
と
通
じ
て
い
た
肥
後
の
高
森
氏
を
攻
め
滅
ぼ
し
て
い
る
。
戦
闘
停
止
の
気

配
を
み
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
戦
㎏
の
比
重
を
高
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
情
勢
が
背
景
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
秀
吉
が
直
ち
に
戦
端
を
開
か
ず
、
回
答
期
限
を
設
け
て
開
戦
を
先
延
ば
し
し
た
点
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
島
津
・
大
友
両
氏

の
対
立
継
続
と
い
う
事
態
は
停
戦
命
令
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
九
州
派
兵
開
始
の
契
機
と
な
り
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
秀
吉
が
こ
う
し
た
方
策
を
採
っ
た
の
は
、
毛
利
・
大
友
関
係
が
な
お
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
東
国
情
勢
が
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
、
例

え
ば
天
正
十
四
年
正
月
下
旬
頃
に
秀
吉
と
和
睦
し
た
家
康
が
、
一
ヶ
月
余
り
後
の
三
月
九
日
、
関
東
の
北
条
氏
政
・
客
思
父
子
と
伊
豆
三
島
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
談
し
、
徳
川
・
北
条
両
氏
の
提
携
関
係
を
秀
吉
に
誇
示
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
、
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。
直
ち
に
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と

に
不
安
を
抱
い
て
い
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

60　（60）

（
四
）
対
島
津
戦
の
開
始

つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
秀
吉
の
朱
印
覚
書
で
あ
る
。
全
文
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
⑮

史
料
9

　
　
　
覚

　
｝
備
中
残
分



九州停i或命令をめぐる政治過程（尾下）

｝
伯
書
残
分

｝
備
後

（
伊
与

　
合
三
ケ
国

　
　
　
（
毛
利
輝
元
）

右
之
分
、
右
馬
頭
於
相
上
者
、

一
豊
前

【
筑
前

｝
筑
後

一
肥
後

　
合
四
ケ
国

右
相
渡
之
、
九
州
取
次
可
相
任
事
、

　
　
　
ふ
ハ
月
廿
五
円
［
（
羽
柴
秀
士
口
朱
印
）

　
宛
名
書
は
な
い
が
、
備
中
・
伯
書
・
備
後
・
伊
予
が
い
ず
れ
も
毛
利
勢
力
圏
に
含
ま
れ
る
国
々
で
あ
る
こ
と
や
、
こ
の
文
書
が
「
毛
利
家
文

書
」
と
し
て
伝
来
し
た
事
実
か
ら
、
輝
元
宛
て
の
覚
書
と
判
断
で
き
よ
う
。
発
給
年
代
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
見
解
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

天
正
十
四
年
発
給
と
断
じ
る
見
方
や
、
同
十
五
年
発
給
と
断
じ
る
見
方
、
あ
る
い
は
天
正
十
五
年
発
給
の
可
能
性
を
提
示
す
る
見
方
が
あ
る
。

　
ま
ず
は
内
容
を
確
認
し
よ
う
。
秀
吉
は
輝
石
に
対
し
て
、
計
三
力
感
、
す
な
わ
ち
備
中
・
伯
誉
両
国
の
一
部
と
備
後
・
伊
予
両
国
を
引
き
渡

せ
ば
、
豊
前
・
筑
前
・
筑
後
・
肥
後
の
九
州
感
力
国
を
与
え
、
「
九
州
取
次
し
を
任
せ
る
と
伝
え
て
い
る
。
聖
慮
の
意
向
次
第
で
は
、
分
国
が

一
つ
増
え
る
案
と
言
っ
て
よ
い
。

　
つ
ぎ
に
、
何
年
の
六
月
二
十
五
日
付
で
出
さ
れ
た
か
を
確
定
す
る
。
天
正
十
三
年
八
月
か
ら
同
十
五
年
ま
で
の
間
、
伊
予
が
毛
利
勢
力
圏
で

6ユ （61）



　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
事
実
を
前
提
に
、
史
料
9
を
み
る
と
、
秀
吉
が
同
国
の
引
き
渡
し
に
言
及
し
た
点
が
目
を
ひ
く
。
伊
予
が
毛
利
勢
力
圏
に
含
ま
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
要
求
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
発
給
年
代
は
天
正
十
四
年
か
同
十
五
年
に
限
定
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
天
正
十
五
年
五
月
下
旬
頃
、
す
な
わ
ち
九
州
制
圧
直
後
、
秀
吉
は
越
中
半
国
の
国
主
佐
々
親
政
に
肥
後
支
配
を
委
ね
る
と
定
め
、
同
時
期
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

肥
後
の
相
良
長
倉
を
与
力
と
し
て
佐
々
に
附
属
さ
せ
た
。
雷
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
年
の
六
月
下
旬
、
同
国
は
佐
々
が
支
配
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
史
料
9
が
天
正
十
五
年
の
発
給
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
正
十
四
年
の
発
給
と
判
断
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
天
正

十
四
年
六
月
段
階
で
は
、
備
中
・
事
書
両
国
の
一
部
と
備
後
・
伊
予
両
国
は
、
毛
利
勢
力
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
史
料
9
を
再
度
み
る
と
、
秀
吉
が
輝
元
に
示
し
た
の
は
、
島
津
氏
が
押
さ
え
る
筑
後
・
肥
後
と
大
友
氏
が
勢
力
を

有
す
る
豊
前
・
筑
前
を
、
毛
利
氏
の
支
配
下
に
置
い
て
、
輝
元
を
九
曜
国
の
「
取
次
」
と
す
る
案
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
島
津
・
大
友
両
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

勢
力
削
減
と
毛
利
氏
の
勢
力
拡
大
を
約
束
し
、
同
氏
を
介
し
て
九
州
進
出
を
図
ろ
う
と
す
る
案
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
ま
た
史
料
9
は
、

島
津
氏
へ
提
示
さ
れ
た
案
、
す
な
わ
ち
前
掲
史
料
6
の
傍
線
部
工
と
内
容
が
異
な
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
筑
後
は
、
島

津
氏
へ
提
示
さ
れ
た
案
で
は
大
友
分
国
だ
が
、
毛
利
氏
へ
提
示
さ
れ
た
案
で
は
毛
利
分
国
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
推
し
て
も
、
秀
吉
が

鎌
田
へ
示
し
た
案
は
、
島
津
挑
発
策
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
藤
木
説
の
⑤
、
す
な
わ
ち
国
分
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
世
的
な
留
所
地
処
分
や
紛
争
調
停
の
規
制
に
沿
っ
た
裁
定
方
式
と
す
る
考
え
方
は
、
以
上
述
べ
た
点
か
ら
推
し
て
検
討
を
要
す
る
。

　
そ
の
後
の
毛
利
氏
の
動
向
を
み
よ
う
。
秀
吉
が
対
島
舌
戦
の
意
志
を
示
し
た
七
月
十
二
日
目
後
述
）
か
ら
二
日
後
の
十
四
日
、
毛
利
・
禺
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
氏
）

両
氏
の
交
渉
は
未
だ
継
続
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
七
月
十
四
日
付
で
輝
元
は
家
臣
大
多
和
沢
上
に
書
状
を
出
し
「
薩
摩
江
遣
候
日
向
入
道
露

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毛
利
氏
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弓
矢
）

月
華
未
の
ほ
ら
す
候
、
薩
州
・
此
方
半
三
儀
者
未
不
澄
候
条
、
先
以
渡
口
之
用
心
ま
て
候
、
又
さ
つ
ま
よ
り
ゆ
ミ
や
仕
様
を
も
不
知
候
之
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

先
人
数
差
出
可
置
存
候
」
と
述
べ
て
い
た
。
天
正
十
四
年
七
月
中
旬
の
毛
利
氏
は
、
島
津
氏
の
動
向
を
警
戒
し
な
が
ら
も
、
同
氏
と
の
交
渉
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

保
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
後
に
毛
利
氏
は
秀
吉
の
命
に
従
い
九
州
へ
出
兵
す
る
が
、
こ
の
軍
事
行
動
に
関
し
て
乗
り
気
で
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
天
正
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九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
柴
秀
吉
）

十
五
年
の
六
月
五
日
付
で
隆
景
が
石
見
の
吉
見
磁
歪
へ
出
し
た
書
状
の
写
に
は
「
今
度
不
慮
之
御
弓
矢
出
来
二
付
而
　
関
白
殿
九
州
発
向
候
、

（
毛
利
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
見
正
頼
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

輝
元
其
外
点
之
外
遠
国
被
罷
下
、
奉
始
三
州
各
巻
辛
労
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
九
州
出
兵
を
指
し
、
こ
の
よ
う
に
表
現

し
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
点
を
、
七
月
十
四
日
段
階
の
毛
利
氏
の
態
度
と
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
対
島
津
戦
を
避
け
た
い
の
が
輝
元
・
隆

景
の
本
音
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
の
意
識
と
秀
吉
の
意
識
と
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
を
加
え
る
と
、
毛
利
氏
は
何

も
島
津
寄
り
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
友
氏
と
の
関
係
強
化
も
行
っ
て
い
た
。
天
正
十
四
年
六
月
二
十
八
日
以
前
の
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
島
津
・
大
友
両
氏
の
動
き
を
み
よ
う
。
三
月
下
旬
頃
、
肥
前
の
筑
紫
広
門
が
大
友
氏
と
結
び
島
津
氏
に
反
旗
を
翻
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
友

攻
め
を
目
論
ん
で
い
た
島
津
義
久
は
、
六
月
二
十
六
日
、
自
ら
軍
勢
を
率
い
て
北
上
し
、
筑
紫
攻
め
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
。
一
方
、
大
友
氏

は
毛
利
氏
と
の
関
係
を
強
化
し
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
⑲

　
史
料
1
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
友
示
麟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
友
義
躰
）
（
毛
利
）

　
　
・
月
　
ノ
日
　
、
γ
准
斗
　
弓
月
十
手
於
尽
者
下
墨
見
世
　
一
7
・
雨
滴
就
哺
こ
　
帯
条
目
畠
中
・
候
　
　
　
！
　
　
・
輝
一
渦
身
　
由
、
一
望
妙
4
誤
f
　
然
「

　
　
（
義
久
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
盛
）
　
　
（
恵
環
）

　
　
島
津
事
　
　
…
同
毛
　
由
．
習
⇒
思
召
噛
、
此
上
者
可
被
加
征
伐
候
、
（
中
略
）
猶
増
田
右
衛
門
尉
・
安
国
寺
可
申
候
也
、

　
天
正
十
四
年
の
七
月
十
二
日
付
で
秀
吉
が
大
友
義
統
へ
出
し
た
朱
印
直
書
の
写
で
あ
る
。

　
傍
線
部
か
ら
、
六
月
二
十
八
日
付
で
義
統
が
秀
吉
の
も
と
へ
注
進
状
を
出
し
、
七
月
十
日
に
は
秀
吉
が
そ
れ
に
目
を
通
し
た
こ
と
、
注
進
状

に
は
大
友
・
毛
利
両
氏
の
「
合
躰
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
両
氏
の
「
合
躰
」
が
六
月
二

十
八
日
以
前
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
よ
う
。
言
を
加
え
る
と
、
「
合
躰
」
は
両
氏
の
関
係
強
化
を
意
味
す
る
語
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

内
容
に
関
し
て
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
対
島
遠
雷
開
戦
ま
で
の
秀
吉
の
動
き
を
み
る
。
圓
答
期
限
の
六
月
晦
日
を
過
ぎ
て
も
、
未
だ
対
島
津
戦
の
開
始
を
表
明
し
て
い
な
い
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
義
久
）

ば
天
正
十
四
年
の
七
月
十
日
付
で
大
友
氏
の
重
臣
立
花
統
虎
（
後
の
宗
茂
）
へ
出
さ
れ
た
秀
吉
直
書
に
は
「
依
島
津
返
事
幽
趣
成
其
意
、
様
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

重
而
諸
王
下
候
」
と
あ
る
。
島
津
氏
の
園
答
を
受
け
て
態
度
を
決
め
る
と
述
べ
て
お
り
、
開
戦
を
表
明
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
史
料
粗
は
、
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年表　天正12年3月～同14年7月の政治過程

年 月日 出来事

天正12年
i1584）

3月24目 龍造寺隆信と島津二二・有馬二四が肥前島原で交戦、隆信が戦死を遂げ

8月 島津勢が肥後へ出兵、翌9月、隅国北部の高瀬に島津忠平らが布陣。同じ頃、

蝸F宗麟・義統父子の軍勢が筑後へ出陣し同国奪還を推進

9月27日 秋月種実の仲介で島津義久と龍造二二家の湘睦が調う。これを受け、島

ﾃ・大友両氏の問で撤兵交渉が行われる

10月ユ9日 島津勢が肥後高瀬から撤退

12月7日 大友勢が筑後に居座り続け、島津氏が大友氏への武力行使を視野に入れ

驕Bまた島津氏は阿蘇惟光への武力行使も視野に入れている

ユ2月 秀吉の養子羽柴秀勝と毛利輝元の養女が婚礼を挙げる

天正13年
i1585）

ユ月頃 毛利領国の東境が確定し、秀吉・毛利二元問の領土紛争に一応決着がつ
ｭ

2月 将軍足利義昭の上使柳沢元政と毛利氏の使僧五戒坊が鹿児島に到藩する。

`昭は島津義久に京都帰還を援助するよう命じる。また大友氏攻撃の命
�ｺし、九州の「太守」に任じると約束。これに対し、義久は大友攻め

ﾌ意向を表明するものの、その｝博期は明雷せず

3月 秀吉の和泉・紀伊侵攻に毛利勢が参戦

3月頃 毛利氏の使僧安国寺恵壌が秀吉に雇われ、使者として大友氏のもとへ下

?する。なお、秀吉は安醒寺を介し、島津氏に鷹進上を要求する

6月 毛利～門の小早川隆景・吉川元長が、伊予の長宗我部元親方の軍勢を攻

aAこれは秀吉勢の四国侵攻と連携する動き

8月 長宗我部氏が秀吉に降伏。結果、伊予が隆景へ与えられ毛利勢力圏が拡

蛛A同時に大友包囲網も拡大する

8月頃 秀吉が大友氏に対し、将来的には九州へ派兵すると約束。同じ頃、秀吉

ｨによる島津攻めの風聞が流れる

閏8月 島津忠平らが北上し、阿蘇氏を降伏に追い込む

9月 島津勢が筑後へ進軍、反島津方の領主を攻撃する。同月、大友勢は筑後

ｩら撤退

9月以前 秀吉が大陸侵攻を表明

10月上旬頃 秀吉が島津・大友両氏に停戦を命じる。同様の旨は毛利氏へも通達

長宗我部が秀吉のもとへ出仕する

U月13日 徳川家康の重臣石川数正が三河を出奔し、秀吉・家康間の対立が激化

11月29日 中部日本以西で大地震が発生。この後も余震が起こる

12月13日頃 この段階でも、島津氏は「和睦之筋予今無変易候」と主張する

工2月下旬 隆景・元長らが大坂で秀吉と会見、毛利氏が大友氏との停戦を承諾する

天正ユ4年

i1586）

1月22日 島津氏が大友：攻めの戦略を決定

1月23日 島津氏内部で秀吉の停戦命令に対する返書が作成、この後、家臣鎌田政

Lが秀吉のもとへ使者として派遣される
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九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

1月25日頃 毛利輝元が島津義久に書状を出し、九州停戦に関し「助言」を行う

1月下旬頃 秀吉と徳11嫁康が和睦

2月上旬頃 大友宗麟・義統父子に通じていた高森氏が、島津氏に攻撃され敗北する

2月23日頃 小早川隆景が龍造寺山家へ停戦を勧告、政家の家臣が大坂へ赴く。なお、

ｱれ以前にも、隆景は政家に停戦を勧めていた

3月7日頃 島津氏の家臣鎌田政広が入京、同月9日以降、大坂へ赴き秀吉と会見、

∫ﾃ氏に対し国分案が提示される

3月9日 家康が北条学政・氏直父子と伊豆三島で会談

3月下旬頃 肥前の筑紫広門が大友氏に通じ、島津氏に叛旗を翻す

4月5日 宗麟が大坂城で秀吉と会見、大友氏へも国分案が提示される

4月10日頃 秀吉が毛利氏に対し、九州派兵に関する具体的指示を出す

5月！6日 秀吉の妹と家康が婚礼を挙げ、秀吉・家康が義兄弟となる

6月25日頃 秀吉が輝元に対し、国分案と九州「取次」就任案を提示

6月26日 島津氏は合戦の準備を進め、義久自ら軍勢を率い北上、標的は筑紫氏

6月2躍以南 毛利・大友両氏の「合躰」が行われる

7月10日 秀吉、来だ対島津戦開始を表明せず、なお、この日、毛利・大友両氏の

u合躰」の報を受ける

7月12日 秀吉が対島津戦の開戦を表明する

○本稿での記述、および第一二二①渡辺世祐監修二二二二二二」や、第一章註⑯「上井覚兼年譜」を参考に作成

　している。

　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
「
は
じ
め

に
」
で
紹
介
し
た
藤
木
説
の
①
と
④
に
関
し
、
私
見
を
述
べ

て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
藤
木
説
の
①
、
す
な
わ
ち
九
州
統
一

の
基
調
を
平
和
政
策
に
求
め
る
兇
解
は
疑
問
と
書
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
九
州
停
戦
命
令
は
、
藤
木
の
主
張
す
る
惣
無
事
令

　
な
お
、
島
津
攻
め
が
こ
の
日
開
始
さ
れ
た
の
は
、
九
州
情

勢
、
す
な
わ
ち
六
月
下
旬
に
島
津
勢
が
北
上
を
開
始
し
た
こ

と
や
、
龍
造
寺
氏
が
秀
吉
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

（
前
述
）
、
五
月
十
六
日
に
秀
吉
の
妹
（
朝
日
）
が
家
康
と
婚

礼
を
挙
げ
、
羽
柴
・
徳
川
関
係
が
強
化
さ
れ
て
東
国
情
勢
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

安
定
へ
向
か
っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
既
に
述
べ
た
如

く
、
毛
利
・
大
友
両
氏
の
「
京
雀
」
の
報
が
七
月
十
日
に
も

た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
要
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。

秀
吉
が
島
津
攻
め
の
意
向
を
表
明
し
た
文
書
で
も
あ
る
が
、

そ
の
日
付
は
七
月
十
二
日
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
彼
が
開
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
意
志
を
公
に
す
る
の
は
、
こ
の
日
と
判
断
で
き
よ
う
。
以

降
、
天
正
十
五
年
五
月
に
島
津
氏
が
降
伏
す
る
ま
で
の
十
一

ヶ
月
間
、
秀
吉
方
と
義
久
方
の
戦
闘
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

65　（65）



に
は
該
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
藤
木
説
の
④
、
惣
無
事
令
は
一
揆
や
喧
嘩
の
抑
制
も
含
む
広
汎
な
私
戦
禁
止
の
平
和
令
と
す
る
説
だ
が
、

こ
れ
も
検
討
を
要
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
藤
木
が
一
揆
や
喧
嘩
の
抑
制
と
し
て
挙
げ
る
事
例
は
、
み
な
秀
吉
の
九
州
制
圧
後
の
事

例
で
あ
り
、
ま
た
停
戦
命
令
が
民
衆
へ
通
達
さ
れ
た
形
跡
も
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
民
衆
の
動
向
は
停
戦
命
令
の
射
程

外
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

66　（66）

①
は
じ
め
に
註
①
前
掲
史
料
。

②
「
松
井
氏
所
蔵
文
書
」
（
凹
大
日
隔
第
十
一
編
之
二
十
一
、
一
〇
頁
）
。

③
は
じ
め
に
註
②
藤
木
前
掲
著
書
一
八
頁
よ
九
頁
。

④
　
　
『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
後
編
六
・
附
録
～
』
史
料
番
号
～
〇
四
三
。

⑤
渡
辺
世
祐
・
州
上
多
助
『
小
早
照
隆
崇
臨
（
マ
ツ
ノ
書
店
一
九
八
○
年
、
初

　
出
一
九
三
九
年
）
一
四
七
頁
－
一
四
九
頁
。

⑥
欄
上
井
輪
天
正
十
三
年
十
月
廿
二
日
条
・
同
十
四
年
正
月
四
日
条
・
同
年
六
月

　
十
六
目
条
。

⑦
秀
吉
が
毛
利
氏
に
こ
う
し
た
要
請
を
行
っ
た
の
は
、
毛
利
氏
と
島
津
氏
・
秋
月

　
氏
・
龍
造
寺
氏
ら
が
通
交
し
て
い
た
事
情
を
踏
ま
え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
第

　
一
章
註
①
前
掲
『
輝
元
』
一
四
六
頁
一
一
四
八
頁
・
三
四
〇
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堺
）

⑧
（
天
正
十
三
年
）
十
月
四
日
長
宗
我
部
元
親
書
状
写
に
は
「
昨
夕
令
入
津
候
、

　
出
頭
段
御
心
付
尤
得
専
意
候
、
不
可
存
油
断
候
、
万
事
御
指
南
奉
頼
外
無
他
候
」

　
と
あ
り
（
「
宗
鰯
史
漏
嘲
大
日
隔
第
十
一
編
之
二
十
二
、
八
頁
・
九
頁
）
、
十
月
三

　
日
、
彼
が
堺
へ
入
港
し
た
事
実
が
矧
ら
れ
よ
う
。
ま
た
門
貝
塚
」
天
正
十
三
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
親
）

灘
噸
謡
鞍
鱗
識
蘇
蘇
無
雑
醜
酵
＋

　
五
日
以
前
、
秀
吉
に
謁
見
し
た
事
実
が
判
明
す
る
。

⑨
新
行
紀
一
「
五
か
国
大
名
徳
川
霧
」
（
『
新
編
岡
崎
市
史
中
世
』
新
編
岡
崎
市

　
史
編
さ
ん
委
員
会
　
～
九
八
九
年
）
九
七
二
頁
－
九
七
七
頁
。

⑩
「
直
茂
公
譜
考
補
」
五
乾
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
図
書
館
架
蔵
写

　
本
）
。

⑪
噌
上
井
』
天
正
十
四
年
正
月
廿
二
日
条
。

⑫
『
上
井
』
天
正
十
四
年
正
月
廿
三
日
条
。

⑬
『
上
井
㎞
天
正
十
四
年
正
月
廿
三
日
条
・
同
庫
五
月
廿
二
目
条
。

⑭
　
は
じ
め
に
註
⑤
藤
田
前
掲
論
文
一
〇
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
広
）

⑮
（
天
正
十
四
年
）
五
月
二
日
小
早
川
三
景
書
状
に
は
「
大
友
嘉
節
二
陸
州
鎌
田

　
高
野
大
坂
被
官
隙
下
国
候
」
と
あ
る
の
で
（
「
毛
利
家
文
庫
遠
用
物
所
収
文
書
」

　
（
『
山
口
県
史
史
料
編
　
中
世
3
臨
六
七
八
頁
）
、
鎌
田
は
、
遅
く
と
も
天
正
十
四

　
年
四
月
下
旬
頃
に
は
上
方
を
発
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑯
『
上
丼
隔
天
正
十
四
年
五
月
廿
二
日
条
。

⑰
「
兼
見
」
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
謄
写
本
か
ら
引
用
し
て
い
る
。

⑱
は
じ
め
に
註
②
藤
木
前
掲
著
書
二
六
頁
・
二
七
頁
。

⑲
松
田
毅
丁
川
崎
桃
太
訳
『
完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
隔
4
、
一
〇
四
頁
一
一
〇

　
七
頁
。

⑳
は
じ
め
に
註
②
藤
木
前
掲
著
書
二
八
頁
。

⑳
『
大
日
本
古
文
書
毛
利
家
文
書
』
文
書
番
号
九
四
九
。
以
降
、
『
大
日
本
古

　
文
書
　
毛
利
家
文
書
』
は
『
毛
利
睡
と
略
称
す
る
。

⑳
　
第
一
章
註
⑳
朝
尾
前
掲
著
書
二
一
二
〇
頁
・
二
仏
二
頁
、
中
野
等
「
羽
柴
・
徳
用

　
『
冷
戦
』
期
に
お
け
る
西
国
の
政
治
状
況
」
（
藤
田
達
生
血
糊
小
牧
・
長
久
手
の

　
戦
い
の
構
造
　
戦
場
論
　
上
』
巻
田
書
院
　
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）

　
二
八
七
頁
－
二
九
〇
頁
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。



九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

⑬
　
　
凹
上
井
㎞
天
正
十
三
年
十
二
月
廿
二
B
条
・
同
十
四
年
二
月
五
日
条
。

⑳
　
註
⑨
新
行
前
掲
執
筆
分
九
七
六
頁
・
九
七
七
頁
。

⑳
　
　
噸
毛
利
』
文
書
番
号
九
五
五
。

⑳
　
戸
谷
穂
高
「
豊
臣
期
の
取
次
」
（
『
戦
国
史
研
究
』
四
九
　
二
〇
〇
五
年
）
一
九

　
頁
。

⑳
　
桑
田
和
明
「
豊
臣
秀
吉
の
九
州
再
国
分
と
領
主
扁
（
桑
田
『
中
世
筑
鳶
国
宗
像

　
氏
と
宗
像
社
臨
岩
田
書
院
　
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
三
七
九
頁
、
註

　
⑫
中
野
前
掲
論
文
二
九
一
頁
・
二
九
二
頁
。

鐙
　
　
魍
毛
利
㎞
文
書
番
号
九
五
五
は
、
発
給
年
代
を
「
天
正
十
五
年
ヵ
」
と
し
て
い

　
る
。

⑳
　
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
執
筆
一
五
八
七
年
度
臼
本
年
報
（
『
イ
エ
ズ
ス
会
隔
第
皿

　
期
第
7
巻
、
一
八
五
頁
）
に
拠
る
と
、
天
正
十
五
年
の
九
州
出
兵
後
、
秀
吉
は
隆

　
景
か
ら
伊
予
を
収
費
し
て
い
る
。
同
国
は
毛
利
勢
力
圏
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ

　
る
。

⑳
家
康
へ
出
さ
れ
た
（
歪
＋
五
鮮
覇
二
＋
合
豊
臣
（
羽
柴
）
空
、
審

　
に
は
「
肥
後
国
一
豊
能
国
候
問
、
羽
柴
陸
奥
二
被
下
、
熊
本
名
城
鰻
登
、
為
居
城

　
普
請
丈
夫
二
被
仰
付
候
事
」
と
あ
る
（
「
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
所
蔵
文
書
」

　
『
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
二
集
収
録
）
。

⑳
天
正
十
五
年
五
月
晦
日
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
『
大
日
本
古
文
書
　
相
良
家
文

　
幽
幽
㎞
文
書
一
番
口
万
山
ハ
九
當
一
）
。

⑫
　
中
野
等
は
、
秀
吉
が
毛
利
氏
に
対
し
、
領
国
の
削
減
を
内
容
と
す
る
国
分
案
を

　
提
示
し
た
と
主
張
す
る
が
（
註
⑫
中
野
前
掲
論
文
二
九
二
頁
・
二
九
三
頁
）
、
こ

　
れ
ま
で
述
べ
た
点
か
ら
、
か
か
る
指
摘
は
検
討
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
ま
た
戸
谷

　
穂
高
は
、
史
料
9
を
も
と
に
、
天
正
十
四
年
六
月
、
秀
吉
が
輝
元
を
九
州
取
次
に

　
任
じ
た
と
指
摘
す
る
が
（
註
⑳
戸
谷
前
掲
論
文
　
九
頁
）
、
素
直
に
読
む
な
ら
、

　
そ
う
し
た
解
釈
は
成
立
し
な
い
。

⑬
　
池
上
裕
子
は
、
藤
木
氏
の
国
分
理
解
に
関
し
て
既
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る

　
（
「
惣
無
事
令
は
な
ぜ
発
せ
ら
れ
た
の
か
」
（
峰
岸
純
夫
・
池
上
編
槻
薪
視
点
日
本

　
の
歴
史
4
　
中
世
編
』
新
人
物
画
来
社
　
～
九
九
三
年
）
八
九
頁
・
九
〇
頁
。

⑭
　
　
（
天
正
十
四
年
）
七
月
十
四
日
毛
利
輝
元
書
状
写
（
『
閥
閲
録
臨
巻
百
二
十
三

　
大
多
和
惣
兵
衛
所
収
文
書
）
。

⑮
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
～
章
註
①
前
掲
『
輝
元
㎞
三
四
八
頁
が
既
に
指
摘
し

　
て
い
る
。

⑳
　

「
吉
見
家
文
書
」
（
『
山
口
県
史
史
料
編
　
中
世
2
甑
二
〇
七
頁
・
二
〇
八

　
頁
）
。

⑰
　
　
魍
上
井
舳
天
正
十
四
年
三
月
黒
日
条
。

⑳
　
　
例
上
井
暁
天
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日
条
・
七
月
五
日
目
な
ど
。

⑳
　
　
「
大
友
家
文
書
録
」
（
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
七
偲
、
史
料
番
号
一
八

　
五
）
。
以
降
、
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
は
㎎
大
友
飴
と
略
称
す
る
。

⑳
　
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
執
筆
一
五
八
七
年
度
日
本
年
報
に
拠
れ
ば
、
九
州
出
兵
後
、

　
隆
景
の
弟
で
養
子
で
も
あ
っ
た
小
早
川
秀
包
と
翼
壁
の
娘
が
夫
婦
と
な
っ
て
い
る

　
（
『
イ
エ
ズ
ス
会
触
第
皿
期
第
7
巻
、
一
七
七
頁
）
。
こ
の
事
実
か
ら
推
し
て
、

　
「
合
躰
扁
は
毛
利
一
門
と
大
友
氏
の
縁
組
を
指
す
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

⑳
門
大
友
家
文
書
録
」
（
『
大
友
』
二
七
冊
、
史
料
番
号
一
八
四
）
。

⑫
　
立
花
へ
直
書
を
出
し
た
時
点
の
秀
吉
は
、
義
統
の
注
進
状
に
未
だ
目
を
通
し
て

　
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
事
態
の
推
移
か
ら
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
が
浮

　
上
す
る
。

⑬
　
第
一
章
註
①
前
掲
『
輝
元
』
三
四
七
頁
、
註
9
新
行
前
掲
執
筆
分
九
七
七
頁
・

　
九
七
八
頁
。
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お
　
わ
　
り
　
に

68　（68）

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
点
を
要
約
す
る
。
！
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
冬
、
羽
柴
秀
吉
が
島
津
氏
・
大
友
氏
・
毛
利
氏
ら
西
国
大
名
へ
発
し
た

停
戦
命
令
は
、
九
州
派
兵
が
困
難
な
情
勢
下
で
採
ら
れ
た
方
策
で
、
「
和
戦
」
双
方
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
畿
内
近
国
・
東

国
・
西
国
の
情
勢
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
あ
る
時
期
は
「
和
」
の
比
重
が
、
あ
る
時
期
は
「
戦
」
の
比
重
が
高
ま
り
、
遂
に
は
対
島
幽
翠
開
始

と
い
う
結
果
に
至
っ
た
。
2
秀
吉
が
正
親
町
天
皇
の
「
叡
慮
」
を
停
戦
命
令
の
な
か
に
明
記
し
た
の
は
、
形
式
上
は
将
軍
足
利
義
昭
よ
り
も
上

位
に
位
置
す
る
天
皇
の
意
志
を
前
面
に
立
て
る
こ
と
で
、
室
町
将
軍
の
命
じ
る
大
友
攻
め
を
拒
む
名
分
を
毛
利
氏
に
与
え
よ
う
と
し
た
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
な
い
か
。
3
「
平
和
」
の
実
現
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
九
州
停
戦
命
令
を
惣
無
事
令
と
し
て
捉
え
る
藤
木
久
志
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
上
記
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
以
下
の
点
も
指
摘
で
き
よ
う
。
4
島
津
攻
め
が
既
定
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
藤
田
達
生
説
は
、
九
州

政
策
の
変
遷
を
踏
ま
え
た
主
張
と
は
言
い
難
い
。
5
停
戦
命
令
の
な
か
で
「
叡
慮
」
を
振
り
か
ざ
し
た
理
由
が
さ
き
の
如
き
も
の
と
す
る
な
ら
、

九
州
停
戦
命
令
は
室
町
将
軍
の
衰
退
・
没
落
過
程
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
従
来
の
研
究
に
関
し
て
言
及
を
加
え
る
。
ま
ず
は
、
い
わ
ゆ
る
惣
無
事
令
と
「
叡
慮
」
の
関
わ
り
を
論
じ
た
研
究

に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
天
正
十
四
年
以
降
、
秀
吉
は
関
東
・
奥
両
国
の
諸
領
主
へ
も
停
戦
を
命
じ
、
直
書
や
朱
印
直
書
を
発
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
「
叡
慮
」
は

　
　
　
　
　
　
　
②

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
天
皇
の
意
志
を
前
面
に
出
す
の
は
九
州
停
戦
命
令
の
み
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
何
故
こ
う
し
た
差
異
が
み
ら
れ
る
の

か
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
か
か
る
差
異
に
留
意
し
な
い
以
下
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
①
天
皇
大
権
を
擬
似
的
に
復
活
さ
せ
て
、
秀
吉

が
そ
の
代
官
（
関
白
）
と
し
て
執
行
に
当
た
る
と
い
う
論
理
を
持
ち
出
し
た
こ
と
や
、
自
身
の
出
自
の
低
さ
が
契
機
と
な
り
、
文
書
の
な
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
叡
慮
」
を
記
し
た
と
す
る
指
摘
、
②
惣
無
事
令
は
理
不
尽
で
一
方
的
な
中
央
政
権
の
論
理
の
押
し
つ
け
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
臣
従
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
い
東
国
大
名
や
西
国
大
名
へ
停
戦
命
令
を
出
し
た
際
、
天
皇
を
利
用
し
た
と
す
る
指
摘
、
あ
る
い
は
、
③
平
和
を
政
策
基
調
と
し
、
広
域
や



九州停戦命令をめぐる政治過程（尾下）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
て
は
全
国
の
惣
無
事
を
狙
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
叡
慮
」
を
利
用
し
た
と
す
る
指
摘
は
、
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
、
「
平
和
」
と
い
う
視
角
か
ら
惣
無
事
令
を
論
じ
た
研
究
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

　
惣
無
事
令
の
全
体
像
を
論
じ
た
藤
木
は
、
そ
の
後
、
領
主
の
危
機
管
理
に
つ
い
て
言
及
を
加
え
、
大
名
ど
う
し
の
戦
争
を
否
定
し
て
領
主
階

級
の
存
在
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
、
大
名
間
対
立
を
抑
え
日
本
全
体
を
平
和
に
す
る
こ
と
が
、
領
主
に
要
求
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い

⑦る
。
ま
た
「
平
和
」
と
の
関
連
か
ら
、
惣
無
事
を
捉
え
よ
う
と
す
る
藤
木
の
視
角
は
、
二
〇
〇
～
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
概
説
書
な
ど
で
も
受

　
　
　
　
　
　
　
⑧

け
継
が
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
村
井
章
介
説
の
よ
う
に
、
統
一
権
力
の
創
出
過
程
を
～
揆
の
「
無
事
」
か
ら
秀
吉
の
「
惣
無
事
」
へ
の
展
開
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

理
解
す
る
見
方
も
あ
る
。
村
井
の
主
張
も
「
平
和
」
を
念
頭
に
置
い
た
学
説
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
藤
木
説
に
批
判
的
な
藤
田
説
や
、
本
稿
で

主
張
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
上
記
の
諸
学
説
は
西
国
で
は
適
用
で
き
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
点
か
ら
は
、
西
国
政
策
と
東
国
政
策
の
比
較
が
検
討
課
題
と
し
て
浮
上
し
よ
う
。
ま
た
以
下
の
事
実
、
す
な
わ
ち
天
正
十
四
年

夏
、
九
州
政
策
に
お
い
て
「
和
戦
」
の
「
戦
」
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
や
、
秀
吉
が
、
同
年
四
月
に
奥
両
国
の
伊
達
政
宗
と
芦
名
亀
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

丸
の
戦
闘
停
止
を
図
り
、
翌
五
月
に
関
東
諸
領
主
の
支
配
領
域
を
確
定
す
る
意
向
を
示
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
当
該
期
に
お
け
る
西
国

政
策
と
東
国
政
策
と
の
連
動
の
有
無
も
検
討
課
題
と
な
ろ
う
。
後
旦
言
及
を
加
え
た
い
。

①
天
正
十
二
年
、
秀
吉
が
徳
川
家
康
に
軍
事
的
敗
北
を
喫
し
た
こ
と
で
、
惣
無
事

　
令
が
天
下
統
一
の
基
本
戦
略
に
据
え
ら
れ
た
と
い
う
見
方
が
存
在
す
る
（
例
え
ば

　
横
田
冬
彦
『
日
本
の
歴
史
1
6
　
天
下
泰
平
』
（
講
談
社
　
二
〇
〇
二
年
）
圏
九

　
頁
・
五
〇
頁
、
堀
新
「
信
長
・
秀
吉
の
国
家
構
想
と
天
皇
偏
（
は
じ
め
に
註
⑦
前

　
掲
噸
日
本
の
時
代
史
1
3
　
天
下
統
一
と
朝
鮮
侵
略
』
）
＝
六
頁
一
＝
一
〇
頁
）
。

　
　
秀
吉
勢
が
家
康
に
尾
張
長
久
手
で
敗
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
秀
吉
と
家
康
の

　
武
力
抗
争
の
全
体
像
を
み
わ
た
す
な
ら
、
む
し
ろ
秀
吉
の
勝
利
と
理
解
し
た
ほ
う

　
が
よ
い
だ
ろ
う
（
跡
部
信
「
秀
吉
の
人
質
策
」
（
第
二
信
望
⑳
前
掲
『
小
牧
・
長

　
久
手
の
戦
い
の
構
造
　
戦
場
論
　
上
』
初
出
二
〇
〇
五
年
）
二
一
一
頁
一
二
一
四

　
頁
）
。
ゆ
え
に
、
上
記
の
主
張
は
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

②
藤
木
久
志
『
刀
狩
り
臨
（
岩
波
新
書
二
〇
〇
五
年
）
六
九
頁
一
七
二
頁
。

③
今
谷
明
『
武
家
と
天
皇
熱
（
岩
波
新
書
一
九
九
三
年
目
六
六
頁
－
七
七
頁
。

④
第
二
章
註
⑬
池
上
前
掲
執
筆
分
県
〇
頁
・
九
一
頁
。

⑤
註
①
堀
前
掲
執
筆
分
＝
六
頁
一
一
二
〇
頁
。

⑥
秀
吉
の
停
戦
命
令
が
出
さ
れ
た
頃
の
東
圏
で
は
、
室
町
将
軍
の
意
志
と
結
び
つ

　
い
た
大
名
問
対
立
は
見
出
せ
な
い
。
か
か
る
現
象
は
、
関
東
・
奥
両
国
の
諸
領
主

　
へ
趨
さ
れ
た
停
戦
命
令
の
な
か
で
「
叡
慮
」
が
登
場
し
な
い
点
と
関
連
す
る
の
か
も

　
し
れ
な
い
。
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⑦
藤
木
久
志
「
領
主
の
危
機
管
理
」
（
藤
木
『
戦
国
史
を
み
る
叢
竹
校
倉
書
房

　
一
九
九
五
年
　
初
出
～
九
九
二
年
）
二
〇
〇
頁
・
二
〇
～
頁
。

⑧
稲
葉
継
陽
「
戦
国
か
ら
泰
平
の
世
へ
」
（
『
日
本
の
申
世
三
村
の
戦
争
と
平

　
和
』
中
央
東
下
酬
新
社
　
　
一
～
○
〇
一
一
年
）
　
｛
一
八
山
ハ
頁
一
い
一
九
一
頁
・
ゴ
一
〇
四
頁
－
冨
一

　
〇
七
頁
、
註
①
横
田
前
掲
著
書
～
四
頁
、
註
①
堀
前
掲
執
筆
分
＝
六
頁
1
【
二

　
〇
頁
な
ど
。

⑨
　
村
弁
章
介
「
申
世
の
自
力
救
済
を
め
ぐ
っ
て
」
（
村
井
咽
中
世
の
国
家
と
在
地

　
社
会
鰍
校
倉
書
房
　
二
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
一
二
三
頁
・
一
二
四
頁
。

⑩
は
じ
め
に
註
②
藤
木
前
掲
著
書
四
三
頁
・
四
四
頁
、
粟
野
俊
之
「
東
国
欄
惣
無

　
事
』
令
の
基
礎
過
程
｝
（
粟
野
明
織
豊
政
権
と
東
国
大
名
㎞
吉
川
弘
文
館
　
二
〇

　
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）
七
四
頁
－
七
九
頁
、
小
林
清
治
『
奥
羽
仕
置
と
豊

　
臣
政
権
㎞
（
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
三
年
）
四
一
頁
・
四
二
頁
な
ど
。

70　（70）

附
記
　
史
学
研
究
会
例
会
で
の
報
告
後
、
竹
井
英
文
「
戦
国
・
織
豊
期
東
麗
の
政
治
情
勢
と
『
由
無
事
』
」
（
『
歴
史
学
研
究
五
八
五
六
　
二
〇
〇
九
年
）
、
同
「
戦
国
・
織
豊
期
信
濃

　
国
の
政
治
情
勢
と
『
信
州
郡
割
㎞
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
三
八
　
二
〇
〇
九
年
）
に
接
し
た
。
惣
無
事
令
を
考
え
る
上
で
重
要
な
研
究
だ
が
、
本
稿
に
は
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
か

　
つ
た
。
一
読
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
・
京
都
橘
大
学
非
常
勤
講
師
）



　　Facthties　such　as　moats　and　embanl〈ments，　keeps　and　towers，　castle　gates，　did

not　function　solely　in　a　directly　military　fashion　but　were　symbols　of　the　power　of

the　castle　and　its　lord　and　a　representation　of　their　authority．　Therefore，　these　ob－

jects　cannot　be　appreciated　simply　in　terms　of　their　miitary　function，　but　because

symbolization　and　representation　are　at　base　also　military　functions，　their　effec－

tiveness　is　manifest．　ln　order　to　appreciate　this　symbolization　and　representation，

aproper　understandi皿g　of　their㎡litary　character　is　an　important　prerequisite．

　　Even　if　vivid　remnaRts　from　battlefields　cannot　be　discovered　archaeologically，

by　conducting　an　analysis　of　a　site　in　terms　of　its　militar－y　character，　as　in　the　case

of　Yoshinogari，　it　becomes　possible　to　re－evaluate　sites　in　terms　of　their　relation

to　warfare．　In　rea（加st血g　our　understand血g　of　the　reality　of　warfare　in　each　age，

there　arises　the　necessity　of　deepe血g　our　study　of　warfare　from　the　archaeolo－

gical　perspective．

The　Poiitical　Process　behind　the　Order　for　the　Kyushu　Ceasefire：

　　　　　　　　　A　Reexarnination　of　the　Toyotomi　Soubu7’irei，

　　　　　　　　　　　　Hideyoshi’s　Order　for　A　General　Peace

by

OSHITA　Shigetoshi

　　Hashiba　（Toyotorni）　Hideyoshi　ordered　a　ceasefure　with　Shimazu　Yoshiltisa　to

end　the　fighting　in　Kyushu　in　Tensho　13　（1585），　but　this　event　has　been　a　point　of

contention　in　historical　studies　of　the　process　of　Hideyoshi’s　unification　of　the　na－

tion，　i．e．　the　cessation　of　the　conflicts　of　the　Warring　States　period，　and　whether

the　aim　of　the　policy　was　to　bring　about　an　end　to　warfare　and　institute　a　period　of

general　peace　is　still　a　critica｝　issue．

　　This　article　recensiders　the　above－mentioned　order　for　a　ceasefire　in　Kyushu　by

again　revisiting　the　political　process　prior　to　the　opening　of　hostilities　against　the

Shimazu　in　the　seventh　month　of　Tensho　14．　The　ceasefu　e　order　was　a　policy

taken　during　a　period　when　the　dispatch　of　troops　to　Kyushu　was　not　proceeding

smoothiy　and　the　possibility　of　both　war　and　peace　were　stili　being　considered．

Then，　in　determining　the　situation　in　the　capital　provinces　as　well　as　those　in　both

the　eastern　and　western　provinces，　the　choice　of　peace　at　times　weighed　heavier

while　at　others　the　choice　for　war　weighed　heavier　in　the　balance，　and　fuially　this

precess　led　to　the　decision　to　open　war　against　the　Shimazu．　The　theory　that
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takes　the　coming　of　peace　as　an　opening　liniring　the　ceasefire　order　to　the　order

for　general　peace　cannot　be　supported．　1　also　argue　that　the　theory　that　stresses

the　a毛tack　on　the　Shimazu　was　a　predetem血ed　policy　is　d娠cult£o　understand　as

being　based　on　transition　in　the　Kyushu　policy．

Beilizismus　und　Ewiger　Friede　als　Trager　der　Entfesslung　Bellonas

von

SuzuKI　Tadashi

　　In　der　Zeitenwende　zum　19．　Jahrhundert　ist　bekarmtlich　der　Charakter　des

Krieges　in　Europa　umgeschlagen．　Seit　der　levee　en　masse　im　revo｝utiontiren

Franlifeich　hat　sich　der　Krieg　vom　Kabinettskyieg　des　Abso｝utismus　zum　Voll〈s－

krieg　der　modernen　Nationen　drastisch　verandert．　Aber　es　ist　auch　schon　be－

kannt，　dass　auf　der　Ebene　des　Diskurses　diese　grutndlegende　Wandlung　des

Krieges，　die　der　deutsche　Histor鑑（er　Joha㎜es　Kunisch　als　ei肥n　Prozess。von　der

gez2thmtefl　zur　entfesselten　BeHona“　formttliert　hat，　bereits　vor　der　franzOsischen

Revo｝ution，　besonders　in　der　Zeit　der　Spatauflclarung　angefangen　hatte．　ln　der　vor－

liegenden　Arbeit　wird　zuerst　dargestellt，　wie　die　mit　Ewigem　Frieden　ihren

H6hepunkt　erreichte　Reglementierung　von　Krieg　von　der　Naturrechtsschule　der

V61kerrecht　bis　zum　Friedensgedanken　im　18．　Jahrhundert　vorangetrieben　wurde．

Dann　ist　die　Rede　vom　aufgeldai’ten　Bedizismus，　der　hier　vor　allem　von　Johann

Valentin　Embser　repri’sentiert　wird．　SchlieBlich　zeigt　sich，　dass　trotz　ihrer　schein－

baren　Polaritat　Clieser　Be－zismus　und　Ewiger　Friede　in　der　Tat　miteinander　die

Umwertung　des　1〈rieges，　die　，，Wiedergeburt　des　Krieges“　（Kunisch）　mit　sich　ge－

bracht　hat．

　　In　der　zweiten　Hglfte　der　frtihen　Neuzeit　war　in　Europa　als　dominarite　TeBdenz

die　Reglementlerung　von　Krieg　zu　spUren．　A｝s　erste　Phase　dieser　TendeBz　lasst

sich　die　Naturrechtsschule　des　V61kerrechts　bezeichnen，　die　zwar　erfo｝gireich　den

Faktor　des　hemagen　Krieges　von　dem　Uberh’eferten　europtiischen　bellum　justum

ausschlieBen　konnte，　aber　zugleich　den　Krieg　schlechthin　als　ein　notwendiges　Ubel

anerkannte．　Walii’end　diese　Kriegsanschauung　noch　weiterhin　a｝s　ein　Standard

funl〈tionierte，　trat　erst　im　spaten　18．　Jahrhundert　die　Kontirolle　des　Krieges　durch

die　Vernunft　in　eine　neue　Phase，　in　der　das　Heerwesen　und　der　Krieg　gerade　von

dem　Prinzip　einer　auf　wissenschaftliche　Berechenbarkeit　gerichteten　Rationalitat

erfasst　wurden．　Daraus　resultierte　ein　S£reben　nach　einer　ethischen　Stilisierung
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